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自
民
党
税
理
士
制
度
議
連
に
出
席

太
田
会
長
ら
関
係
役
員

第５５６号 （２）僕ニ種郵便棚認可）

６
月
３０
日
、
衆
議
院
第

一議
員
会
館
（千
代
田
区
）

に
お
い
て
、
自
民
党
税
理

士
制
度
改
革
推
進
議
員
連

盟
（会
長
＝
伊
吹
文
明
衆

議
院
議
員
）
の
役
員
会
が

開
催
さ
れ
、
日
税
政
の
太

田
直
樹
会
長
、
日
税
連
の

神
津
信
一会
長
を
は
じ
め

と
し
て
関
係
役
員
が
出
席

し
た
＝
写
真
。
自
民
党
の

議
連
か
ら
は
伊
吹
会
長
、

西
田
昌
司
幹
事
長
、
上
野

賢
一郎
事
務
局
長
ほ
か
目

民
党
税
調
イ
ン
ナ
ー
で
も

あ
る
野
田
毅
議
員
、
石
原

伸
晃
議
員
が
出
席
し
た
。

日
税
連
は
、
６
月
１１
日

に
「令
和
３
年
度
・税
制

改
正
建
議
書
」
を
決
定
し
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た
が
、
今
回
の
議
員
連
盟

の
役
員
会
は
、
こ
の
日
税

連
の
建
議
書
決
定
を
受

け
、
各
府
省
庁
が
財
務
省

・総
務
省
に
令
和
３
年
度

の
税
制
改
正
要
望
を
提
出

す
る
前
に
、
関
係
議
員
・

関
係
機
関
の
理
解
を
得
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
の

視
点
か
ら
開
催
さ
れ
た
も

の
。
当
日
は
、
平
井
貴
昭

日
税
連
調
査
研
究
部
部
長

よ
り
「令
和
３
年
度
税
制

改
正
に
関
す
る
建
議
書
の

概
要
」
に
お
い
て
最
重
要

建
議
・要
望
項
目
と
し
て

取
り
上
げ
て
い
る
①
消
費

税
の
適
格
請
求
書
等
保
存

方
式
（い
わ
ゆ
る
イ
ン
ボ

イ
ス
方
式
）
を
見
直
す
こ

と
②
消
費
税
制
度
の
簡
素

化
を
図
る
た
め
、
非
課
税

取
引
を
見
直
し
、
計
算
を

で
き
る
だ
け
平
易
に
す
る

こ
と
③
基
礎
的
な
人
的
控

除
の
あ
り
方
を
見
直
す
と

と
も
に
、
所
得
計
算
上
の

控
除
か
ら
基
礎
控
除
へ
の

シ
フ
ト
を
進
め
る
こ
と
④

「災
害
損
失
控
除
」
を
創

設
す
る
と
と
も
に
、
相
続

時
精
算
課
税
制
度
に
お
け

る
受
贈
財
産
が
災
害
に
よ

り
損
失
を
受
け
た
場
合
の

救
済
措
置
を
設
け
る
こ

と
、
の
４
項
目
に
つ
い
て

説
明
が
あ
っ
た
。

そ
の
後
出
席
議
員
か
ら

活
発
な
意
見
交
換
が
行
わ

れ
、
質
疑
が
相
次
ぐ
な
ど

関
心
の
高
さ
が
う
か
が
え

た
。【当

日
の
日
税
政
・日
税

連
の
出
席
者
一

日
税
政
＝
太
田
直
樹
会

長
、
濃
遷
輝
男
幹
事
長
、

山
田
隆
慶
政
策
委
員
長
、

吉
川
裕
一国
対
委
員
長

日
税
連
＝
神
津
信
一会

長
、高
橋
俊
行
専
務
理
事
、

平
井
貴
昭
調
査
研
究
部
長
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一杯
の
生
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方
は
ネ
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禍
の
中
、
あ
な
た
ー

脚
の
で
あ
る
。
ベ
ン
チ
に
ト
を
介
し
て
も
肌
で
感
は
ど
ん
な
人
生
を
作
っ
州

馴
座
り
時
間
の
流
れ
を
感
じ
る
。
ほ
ん
の
わ
ず
か
て
い
き
ま
す
か
？

　　

Ｍ

ー
じ
る
よ
う
に
空
を
眺
め

で
も
、
そ
こ
に
は
夢
や
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ー
る
。
こ
の
１
年
で
、
ｓ

希
望
が
確
か
に
存
在
し

　　　　　

Ｍ

発
生
主
義
に
よ
る
「国
の

財
務
書
類
」
等
が
よ
り
一

層
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
取

り
組
む
こ
と
が
必
要
で
あ

る
」
と
の
基
本
的
な
考
え

方
を
示
し
て
い
る
。
日
税

政
は
、
公
会
計
に
つ
い
て

も
国
政
の
動
向
を
注
視

し
、
日
税
連
と
連
携
の
う

え
積
極
的
に
対
応
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
。

次
期
衆
議
院
議
員
総
選
挙

に
つ
い
て
は
、
国
政
の
動

向
を
踏
ま
え
て
積
極
的
に

対
応
し
て
い
く
こ
と
が
確

認
さ
れ
た
。

正
副
幹
事
長
会
で

提
出
議
案
を
審
議

日
本
税
理
士
政
治
連
盟

は
７
月
１５
日
、
第
１
回
正

副
幹
事
長
会
（渡
遷
輝
男

幹
事
長
）
を
開
催
し
た
。

会
議
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
防
止
の
観
点
か

ら
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
と
し

て
行
わ
れ
、
太
田
直
樹
会

長
と
構
成
員
で
あ
る
正
副

幹
事
長
が
出
席
し
て
行
わ

れ
た
。
会
議
で
は
、
定
期

大
会
議
案
や
令
和
３
年
度

税
制
改
正
要
望
等
に
つ
い

て
協
議
し
た
。

税
制
改
正
要
望
に
つ
い

て
は
、
山
田
隆
虜
政
策
委

員
長
か
ら
日
税
連
と
の
意

見
調
整
の
経
過
報
告
を
受

け
、
令
和
３
年
度
の
税
制

改
正
要
望
案
を
協
議
し

た
。
定
期
大
会
議
案
に
つ

い
て
は
、
事
業
計
画
や
単

位
税
政
連
へ
の
助
成
措
置

等
を
審
議
し
た
。

ま
た
、
定
期
大
会
に
つ

い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
対
策
と
し

て
、
代
議
員
定
足
数
の
見

直
し
、
懇
親
会
の
取
り
止

め
等
を
検
討
し
た
。
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定
期
大
会
運
営
方
法
を
審
議

正
副
会
長
会

回
定
期
大
会
の
運
営
方
法

に
つ
い
て
審
議
を
行
っ

た
。
会
議
に
は
、
正
副
会

長
、
総
務
、
正
副
幹
事
長

が
出
席
し
た
。

議
事
に
お
い
て
は
、
大

会
の
運
営
方
法
や
、
税
制

改
正
へ
の
対
応
等
の
議
題

日
本
税
理
士
政
治
連
盟

は
７
月
２０
日
、
第
１
回
正

副
会
長
会
（太
田
直
樹
会

長
）
を
開
催
し
た
。
会
議

は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
拡
大
防
止
の
観
点
か

ら
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
と
し

て
行
わ
れ
、
主
に
、
第
５４

で
審
議
や
意
見
交
換
が
行

わ
れ
た
。

定
期
大
会
の
運
営
方
法

に
つ
い
て
、
９
月
２４
日
に

ホ
テ
ル
オ
ー
ク
ラ
東
京
で

開
催
す
る
予
定
だ
っ
た

が
、
ホ
テ
ル
で
の
開
催
を

断
念
し
、
規
模
を
縮
小
し

て
日
本
税
理
士
会
館
に
て

開
催
す
る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議

等
も
考
慮
す
べ
き
と
の
意

見
が
出
さ
れ
、
対
応
す
る

こ
と
と
し
た
。

税
制
改
正
に
つ
い
て
、

令
和
３
年
度
税
制
改
正
に

関
す
る
要
望
及
び
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
伴
う
税
制
改
正
に

関
す
る
建
議
に
つ
い
て
、

日
税
連
・単
位
税
政
連
と

要
望
実
現
に
取
り
組
む
こ

と
と
し
た
。

選
挙
対
策
に
つ
い
て
、

公
会
計
推
進
議
員

連
盟
総
会
に
出
席

日
本
税
理
士
政
治
連
盟

の
山
田
政
策
委
員
長
と
日

税
連
の
平
井
調
査
研
究
部

長
は
、
８
月
２５
日
、
参
議

院
議
員
会
館
で
開
催
さ
れ

た
公
会
計
推
進
議
員
連
盟

の
総
会
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

と
し
て
出
席
し
た
。
総
会

に
は
、
多
数
の
議
員
が
出

席
し
役
員
人
事
な
ど
を
審

議
し
た
ほ
か
、
関
係
団
体

か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行

っ
た
。

こ
の
議
員
連
盟
は
、
現

在
現
金
主
義
・単
式
簿
記

で
行
わ
れ
て
い
る
国
や
地

方
公
共
団
体
の
会
計
に
つ

い
て
、
財
政
の
透
明
性
を

高
め
、
よ
り
一層
の
効
率

化
適
正
化
を
図
る
た
め
、

企
業
会
計
（発
生
主
義
・

複
式
簿
記
）
を
取
り
入
れ

て
い
く
こ
と
を
検
討
。
当

日
の
総
会
に
は
、
自
由
民

主
党
、
公
明
党
、
国
民
民

主
党
な
ど
党
派
を
超
え

て
、
議
員
連
盟
会
長
の
衛

藤
征
士
郎
議
員
（自
民
）、

会
長
代
行
の
石
井
啓
一議

員
（公
明
）
、
幹
事
長
の

古
川
元
久
議
員
（国
民
民

主
）
が
出
席
し
た
。

公
会
計
に
つ
い
て
は
、

日
税
連
の
令
和
３
年
度
税

制
改
正
建
議
書
が
、
「国

及
び
地
方
公
共
団
体
の
財

政
状
態
や
、
行
政
コ
ス
ト

の
内
容
等
を
容
易
に
把
握

す
る
た
め
、
複
式
簿
記
や

－議
員
連
盟
ニ
ュ
ー
ス
－

自
民
党
の
税
理
士
制
度

改
革
推
進
議
員
連
盟
に
、

新
た
に
次
の
議
員
が
入
会

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
同
議

連
メ
ン
バ
ー
は
２
５
１
人

（衆
議
院
議
員
１
９
６
人
、

参
議
院
議
員
５５
人
）
と
な

っ
た
。
（令
和
２
年
９
月

１
日
現
在
）

山
下
貴
司
衆
・岡
山
２
区

′
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れ
ル
も
隣
だ

日

　

本
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政
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税
制
改
正
要
望
を
機
関
決
定

　　

一

幹
事
会
定
期
大
会
議
案
も
審
議

日
本
税
理
士
政
治
連
盟

は
７
月
１７
日
、
第
１
回
幹

事
会
（渡
遷
輝
男
幹
事
長
）

を
開
催
し
た
。
会
議
は
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
オ

ン
ラ
イ
ン
会
議
と
し
て
行

わ
れ
、
主
に
、
定
期
大
会

の
対
応
等
に
つ
い
て
協
議

を
行
っ
た
＝
写
真
。

「令
和
３
年
度
税
制
改
正

に
関
す
る
要
望
」
と
、
重

点
要
望
事
項
を
決
定
し
た

（要
望
事
項
は
別
刷
り
、

関
連
記
事
６
～
７
面
）
。

会
議
に
は
構
成
員
２３
人
の

ほ
か
、
太
田
直
樹
会
長
、

神
津
日
税
連
会
長
が
出
席

し
た
。

令
和
３
年
度
の
「税
制

改
正
要
望
」
は
、
各
税
目

の
「今
後
の
税
制
改
正
に

つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え

方
」
と
、
要
望
３２
項
目
で

日
税
連
建
議
書
と
同
じ
構

成
と
な
る
。
そ
の
う
ち
日

税
連
と
の
協
議
に
よ
り
・

「令
和
３
年
度
重
点
要
望

事
項
」
と
し
て
、
「適
格

請
求
書
等
保
存
方
式
（い

わ
ゆ
る
イ
ン
ボ
イ
ス
方

式
）
を
見
直
す
こ
と
」
な

ど
を
と
り
あ
げ
た
。
日
税

政
で
は
日
税
連
と
連
携
し

て
税
制
改
正
の
要
望
実
現

に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と

を
よ
り
一
層
強
く
ア
ピ
ー

ル
す
る
た
め
、
税
制
改
正

の
重
点
要
望
及
び
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

策
税
制
改
正
の
リ
ー
フ
レ

ッ
ト
を
会
報
の
別
刷
り
と

し
て
、
全
会
員
に
配
布
す

る
こ
と
と
し
た
。

今
年
度
は
、
通
常
の
税

制
改
正
要
望
に
加
え
て
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
伴
う
税
制
改

熱
緩

正
要
望
に
つ
い
て
も
、
日

税
連
、
単
位
税
政
連
、
税

理
士
に
よ
る
後
援
会
と
連

携
し
て
、
各
政
党
及
び
国

会
議
員
へ
陳
情
し
て
い

く
。

　
　
　
　

　

　

　　　

さ

　

－

　　　　　　　　

つ
・

　

…

　　　　　　　　　　

．

　　　　

“
′『原始証ひようの預かり～

データ入力・監査・帳表作成』篇

ＪＡＰＡＮＢＯ～

一蹴霧 ＧＯ

　

ＴＯトラベルョ准進

国
対
委
員
会
開
く

日
税
政
は
６
月
２９
日
、

国
対
委
員
会
（吉
川
裕
一

律
＆

委
員
長
）
を
開
催
し
た
。

会
議
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の

観
点
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
会

議
と
し
て
行
わ
れ
、
税
制

改
正
の
対
応
等
に
つ
い
て

検
討
を
行
っ
た
。

会
議
で
は
、
令
和
３
年

度
税
制
改
正
要
望
の
ほ

か
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
に
係
る
税
制
改
正
要
望

実
現
に
向
け
、
早
期
に
国

会
議
員
等
に
対
し
て
陳
情

活
動
を
行
い
、
効
果
的
か

つ
中
身
の
あ
る
陳
情
活
動

を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
再

確
認
さ
れ
た
。

日
税
政
は
、
日
税
連
、

単
位
税
政
連
と
積
極
的
に

連
携
し
、
全
国
７
万
８
千

の
税
理
士
の
意
見
を
集
約

し
た
税
制
建
議
を
一
つ
で

も
多
く
実
現
す
る
た
め
積

極
的
に
対
応
し
て
い
く
。

そ
の
他
、
冊
子
「効
果

的
な
陳
情
方
法
と
は
」
の

改
訂
に
つ
い
て
の
検
討
を

行
っ
た
。

評

（ 選んでよかった！

　

」ＤＬ

　

Ｊ

ＪＤＬだから実 現 できる

　

泌

　

響
業務効率化、ここにあります。　

　　　　　　

．・
●

　

・‘

　

－“ＪＤＬナビゲ．ター新妻聖子“が、会計事務所の謝
業務フローに沿って業務効率化を動画でご紹介！

財
務
委
員
会
開
く

日
税
政
は
７
月
１４
日
、

財
務
委
員
会
（田
達
満
委

　
　

員
長
）
を
開
催
し
た
。
△＝

議
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
観

点
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議

と
し
て
行
わ
れ
、
令
和
元

年
度
収
支
決
算
案
及
び
令

和
２
年
度
収
支
予
算
案
等

に
つ
い
て
検
討
を
行
っ

た
。令

和
２
年
度
収
支
予
算

案
に
つ
い
て
は
、
収
支
両

面
で
の
厳
し
い
見
直
し
を

行
う
一方
、
必
要
な
施
策

へ
の
予
算
を
措
置
す
る
等

メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
予
算
案

と
す
る
よ
う
議
論
を
行
っ

た
。今

後
は
、
幹
事
会
、
正

副
会
長
会
を
経
て
定
期
大

会
に
諮
る
こ
と
と
な
る
。

　犠
会計事務所と顧問先を一体に捉え
業務をトータルに効率化！
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出
さ
れ
る
税
制
改
正
要
望
項
目
改
正
要
望
項
目
に
加
え
て
い
た
て
頂
け
な
い
か
と
い
う
お
願
い

は
、
部
会
の
重
点
要
望
項
目
決
だ
き
、そ
の
こ
と
に
よ
り
、部
会
を
す
る
こ
と
も
重
要
に
な
る
。

定
プ
ロ
セ
ス
に
強
く
影
響
を
及
の
重
点
要
望
項
目
に
選
出
さ
れ

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
二
つ

令和２年（２０２０年）９月１日 （火曜日）

　

税
制
改
正
の
プ
ロ
セ
ス
を
説
ぼ
し
て
い
る
と
い
う
報
告
が
あ
る
可
能
性
を
高
め
る
よ
う
に
す
の
難
題
も
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば

明
す
る
と
、
各
種
団
体

（府
省

っ
た
。

　　　　　　　　

る
こ
と
で
あ
る
。
上
記
の
陳
情

な
ら
な
い
。
そ
れ
は
日
税
政
の

庁
を
含
む
）
か
ら
の
税
制
改
正

　

俄
か
に
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
期
間
を
増
や
す
と
い
う
こ
と
は
要
望
項
目
の
機
関
決
定
を
７
月

要
望
項
目
は
、
最
大
与
党
で
あ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、そ
の
後
、
各
単
位
税
政
連
及
び
後
援
会
の
下
旬
か
ら
上
旬
に
早
め
る
こ
と

る
自
民
党
を
例
に
と
っ
て
説
明
数
人
の
国
会
議
員
か
ら
同
様
な
皆
様
に
従
来
の
２
倍
の
苦
労
を
と
、
税
制
改
正
の
内
容
説
明
を

す
る
と
、
先
ず
部
会
に
お
い
て
こ
と
を
耳
に
し
、
税
政
連
の
要
強
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
陳
単
位
税
政
連
の
方
達
に
し
な
け

各
種
団
体
の
改
正
要
望
項
目
の
望
を
実
現
す
る
に
は
、
方
針
を
情
方
法
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

内
か
ら
改
正
が

何
故
な
ら
、
陳

必要であると
税
制
改
正
の
陳
情
、環
境
変
化
に
応
じ
て
柔
軟
に

さ
れ
る
重
点
要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・単
位
税
政
連
に

望
項
目
が
選
び
出
さ
れ
、次
に
、
変
え
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な
こ
と
も
問
題
で
あ
る
。
府
省
庁
配
布
す
る
に
は
機
関
決
定
後
一

そ
の
選
び
出
さ
れ
た
重
点
要
望

っ
た
。
つ
ま
り
、
従
来
の
陳
情

　

へ
の
陳
情
は
税
理
士
会
の
仕
事
週
間
は
要
す
る
か
ら
で
あ
る
。

項
目
は
自
民
党
税
調
に
引
き
継
時
期
の
他
に
７
月
下
旬
か
ら
８
で
あ
り
、税
政
連
が
、府
省
庁
に
ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
オ
ン

が
れ
、
自
民
党
税
調
に
お
い
て
月
下
旬
（各
府
省
庁
に
お
い
て
直
接
に
陳
情
し
た
こ
と
は
過
去
ラ
イ
ン
会
議
が
普
及
し
、
従
来

審
議
さ
れ
次
年
度
の
税
制
改
正
税
制
改
正
要
望
項
目
が
決
定
さ
に
お
い
て
な
い
。
そ
こ
で
、
日
に
比
べ
る
と
容
易
に
会
議
開
催

項
目
（大
綱
項
目
）
と
な
る
。
れ
る
日
ま
で
）
を
陳
情
期
間
と
税
政
の
要
望
ご
と
に
所
掌
す
る
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
、
税
制

今
年
の
１
月
９
日
に
開
催
さ
し
て
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
会
、
委
員
会
の
議
員
に
内
容
改
正
の
内
容
説
明
も
し
や
す
く

れ
た
幹
事
会
に
お
い
て
、
各
府
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
新
の
説
明
を
す
る
だ
け
で
な
く
、
な
っ
た
。
税
制
改
正
の
陳
情
も

省
庁
か
ら
８
月
末
日
（今
年
は
た
な
陳
情
期
間
を
設
定
す
る
こ
重
点
要
望
項
目
に
な
る
た
め
に
環
境
の
変
化
に
応
じ
て
柔
軟
に

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
９
月
末
日
）
と
に
よ
り
、
日
税
政
の
税
制
改
府
省
庁
の
税
制
改
正
項
目
に
し
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
。

に
予
算
の
概
算
要
求
と
共
に
提
正
要
望
項
目
を
府
省
庁
の
税
制
て
頂
け
る
よ
う
に
口
添
え
を
し

　　　　　　　

（渡
遣
）

情
グ
ッ
ズ
を
各

単
位
税
政
連
に
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第
５４
回
定
期
大
会
を
開
催

　　

東
京
地
方
税
理
士
政
治
連
盟

定期大輔

悌三種郵便物嗣）

税理－手数 霜蹟蔓
脚”ウ定は連

　　　　　　　　　

イ 期

　

、 盟

　　　　　　　　　　　　　

ノレ 大

　

７ （
東
京
地
方
税
理
士
政
治

連
盟
（瀧
浪
貫
治
会
長
）

は
、
７
月
１５
日
に
第
５４
回

定
期
大
会
を
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染

　

　
　４５第

拡
大
防
止
を
鑑
み
、
当
初

予
定
し
て
い
た
会
場
か
ら

税
理
士
会
館
（横
浜
市
）

に
変
更
し
開
催
し
た
＝
写

真
。
な
お
出
席
者
は
神
奈

川
３６
人
、
山
梨
１
人
計
３７

人
で
あ
っ
た
。

潰
田
茂
副
会
長
の
開
会

宣
言
、
瀧
浪
会
長
の
あ
い

さ
つ
の
後
審
議
に
入
り
、

提
出
さ
れ
た
す
べ
て
の
議

案
は
異
議
な
く
、
原
案
の

と
お
り
可
決
承
認
さ
れ
、

石
井
正
夫
副
会
長
の
閉
会

宣
言
を
も
っ
て
本
大
会
は

終
了
し
た
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
議

案
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
１
号
議
案
＝
令
和
元

年
度
運
動
経
過
及
び
組
織

活
動
報
告
承
認
の
件
、
第

２
号
議
案
＝
令
和
元
年
度

収
支
決
算
承
認
の
件
、
第

３
号
議
案
＝
令
和
２
年
度

運
動
方
針
決
定
の
件
、
第

４
号
議
案
＝
令
和
２
年
度

組
織
活
動
方
針
決
定
の

件
、
第
５
号
議
案
＝
令
和

２
年
度
収
支
予
算
決
定
の

件
、
第
６
号
議
案
＝
大
会

決
議
採
択
の
件

　　　
　
　
　

　　　　

関

　

－＝ロ

　　　　　　

ム
ロ

８
月
３
日
、
「割
烹

う
な
藤
」
（長
野
県
上
田

市
）
に
お
い
て
「税
理
士

に
よ
る
井
出
よ
う
せ
い
後

援
会
」
設
立
総
会
を
開
催

し
た
＝
写
真
。
新
型
コ
ロ

ナ
感
染
防
止
の
観
点
か
ら

参
加
者
を
限
定
し
て
の
開

　　　　　　

　　
　

　　

　
　

　　　　　　　　

て
ｔ

催
と
な
っ
た
が
、
井
出
庸

生
衆
議
院
議
員
（自
民
党

・長
野
３
区
）を
は
じ
め
、

高
野
善
生
関
東
信
越
税
理

士
政
治
連
盟
副
会
長
、
百

瀬
征
男
長
野
県
税
理
士
政

治
連
盟
会
長
な
ど
の
来
賓

を
迎
え
て
、
華
や
か
な
総

　
　
　
　　
　　
　
　

　

　

　　
　
　
　
　
　

　

　　　
　

　

　
　
　
　

，．
蔵

会
と
な
っ
た
。

ま
ず
、
大
井
清
司
発
起

人
共
同
代
表
が
あ
い
さ
つ

と
と
も
に
設
立
経
過
を
述

べ
た
。
引
き
続
き
小
池
久

己
発
起
人
共
同
代
表
が
議

長
に
就
任
し
、
後
援
会
規

約
、
事
業
計
画
及
び
収
支

予
算
、
役
員
選
任
の
議
案

審
議
を
し
、
全
て
原
案
通

り
満
場
一致
で
可
決
承
認

さ
れ
た
。議
事
終
了
後
は
、

来
賓
か
ら
の
祝
辞
の
後
、

井
出
議
員
よ
り
「後
援
会

設
立
の
趣
旨
に
沿
い
・
税

制
に
関
す
る
税
理
士
の
声

を
国
政
に
届
け
る
た
め
に

尽
力
す
る
」
と
の
あ
い
さ

つ
が
あ
っ
た
。
我
々
に
と

っ
て
も
念
願
で
あ
る
与
党

所
属
の
衆
議
院
議
員
の
後

援
会
が
こ
こ
に
無
事
設
立

し
た
こ
と
を
互
い
に
祝

し
、
閉
会
と
な
っ
た
。

な
お
、
会
長
に
は
小
池

久
己
会
員
（佐
久
支
局
）

が
、
幹
事
長
に
は
大
井
清

司
会
員
（上
田
支
局
）
が

そ
れ
ぞ
れ
就
任
し
た
。
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ぜいたいきょうは、１９８３年（昭和５８年）の設立以来、税理士事務所職員・関与先事業所従業員のための特定退職年金共済制度運営を

退 職 金 対 策、考 えて い ま す か？！

　

／

　

通じて、皆様の繁栄を応援しています。
帽

　

－

　　　

－

　

ーず－

　

－ｒ「
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ァメミ、
一－－ マーコ

　

．ぐ一一ノ
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Ｊ満６５歳未満までＯＫ！

　　

関与先の皆様もご加入できます

　　

複利はな

ノ掛金は全額必要経費、または損金に計上

　

ノ月額３，ｏｏｏ円から確かな保証！

ノ充実した福祉事業制度（結婚祝金．出産祝金．死亡弔慰金をご用意） 制度の詳細まホームペ

圏 国 田

　

〒３３００８４６

　

ざぃたま市大宮区大門町 ８８ 大野 ビル６階

　　　

※東京税理士会の会員の皆様は、－般財団法人東京税理士事務所

）
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職員退職金共済会へご加入ください。

　　　　　　　　　　　　

〔、より 分かりや

　

く リニュー アル！

制度の詳細まホームページをご覧ください

　

ぜいたいきよう

　　　　　　　　　

税理士事務所職員・関与先事業所従業員のための

たいきょうの「特定退職年金共済制度」は…
Ｊ関与先の皆様もご加入できます ノ複利はなんど）２％１！！

『
馨
雲
霧

　　　　

千
葉
県
税
理
士
政
治
連
盟

金
堂江波戸秀記会長

令和２年（２０２０年）９月１日 （火曜日）

千
葉
県
税
理
士
政
治
連

盟
（江
波
戸
秀
記
会
長
）

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
防

止
の
観
点
か
ら
、
第
５２
回

定
期
大
会
を
書
面
議
決
に

よ
る
開
催
と
し
た
。

税
政
連
全
会
員
に
対
し

７
月
１０
日
を
期
日
と
し
て

書
面
議
決
書
に
よ
り
議
案

に
つ
い
て
の
回
答
を
求
め

た
。
役
員
立
ち
合
い
の
も

と
賛
否
を
集
計
し
た
結

果
、
す
べ
て
の
議
案
が
原

案
の
と
お
り
可
決
承
認
さ

れ
た
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
議

案
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。
第
１
号
議
案
＝
令
和

元
年
度
運
動
経
過
報
告
承

認
の
件
、
第
２
号
議
案
＝

令
和
元
年
度
収
支
決
算
承

認
の
件
な
四計
監
査
報

告
）
、
第
３
号
議
案
＝
令

和
２
年
度
運
動
方
針
決
定

の
件
、
第
４
号
議
案
＝
令

和
２
年
度
収
支
予
算
決
定

の
件
、
第
５
号
議
案
＝
役

員
選
考
委
員
会
委
員
決
定

の
件
、
第
６
号
議
案
＝
大

会
決
議
採
決
の
件

　　　　

　　 　

　　　　　

　　　　　　　　　　　　　 　 　
～～” ご囲，鑓－一隆キーミｔ【デ
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南
九
州
税
理
士
政
治
連
盟

南
九
州
税
理
士
政
治
連

盟
（宮
本
律
夫
会
長
）は
、

７
月
２２
日
、
ホ
テ
ル
日
航

熊
本
（熊
本
市
）
に
お
い

て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス

の
感
染
拡
大
防
止
の
た

め
、
国
会
議
員
や
関
係
諸

団
体
へ
の
出
席
案
内
を
取

り
や
め
る
な
ど
規
模
を
縮

小
し
て
、
第
５１
回
定
期
大

会
を
開
催
し
た
＝
写
真
。

冒
頭
、
宮
本
会
長
が
あ

い
さ
つ
に
立
ち
、
「今
回

の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

禍
の
中
、
先
日
、
人
吉
地

方
で
は
豪
雨
に
よ
る
水
害

も
発
生
し
、
２
０
２
０
年

は
私
達
に
と
っ
て
試
練
の

年
と
な
っ
て
い
る
。ま
た
、

税
制
改
正
に
関
す
る
重
点

要
望
項
目
の
中
で
、
適
格

請
求
書
等
保
存
方
式
（イ

ン
ボ
イ
ス
方
式
）
に
つ
い

て
見
直
し
か
ら
阻
止
へ
と

方
向
が
変
わ
り
、
税
政
連

一丸
と
な
り
陳
情
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

コ
ロ
ナ
に
よ
り
取
り
巻
く

環
境
が
様
変
わ
り
と
な

　　

．

　　

｝

　　
　　

　

　　
　　　
　
　
　　　

り
、
陳
情
の
方
法
な
ど
の

検
討
が
求
め
ら
れ
る
が
、

税
政
連
と
し
て
で
き
る
限

り
の
活
動
を
今
後
も
活
発

に
や
っ
て
い
き
た
い
」
と

税
政
連
活
動
強
化
の
必
要

性
を
述
べ
た
。

続
い
て
、
外
薗
秀
夫
総

務
会
長
が
議
長
に
選
出
さ

れ
議
事
に
入
っ
た
。
上
程

さ
れ
た
議
案
は
、
い
ず
れ

も
満
場
一致
で
原
案
の
と

お
り
可
決
承
認
さ
れ
た
。

最
後
に
祝
電
・祝
辞
披

霧
が
あ
り
、
閉
会
の
辞
を

も
っ
て
終
了
し
た
。

が
鯵
一雄
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きＡ
△

　

．旧
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」

新春号の写真を募集します

　

会報 「日本税政連」 は、令和３年新春号の１面
を、 会員が撮影した写真で飾ることとしておりま
す。 提供いただいた写真のうち１点を広報委員会
で次の要領で選考し掲載させていただきます。写
真の提供 （未公開のものに限る） をお待ちしてい
ます。
＜テーマ＞自由。 明るい、 前向きなイメージの作

　　　　　

品をご提供ください。
＜写

　

真＞Ａ４判以上の大きさの写真またはデジ

　　　　　

タ ルデータ
＜あて先＞〒１４１‐００３２東京都品川区大崎１‐１１‐８

　　

日 蝋 理士会館５階

　　　　　

日本税理士政治連盟事務局 （［占報委員
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＜締め切り＞令和２年１１月末日
＜問い合わせ先＞日税政事務局 （広報担当ＴＥＬ

　　　　　　　　

０３－５４３５‐０９１０）
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ぜ
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階
盟

　

日
局
肋
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皿
理
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デ
ト
税
税
当

ル
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本
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担

タ
〒
日
日
会



令
和
元
年
度
ｅ
ー
Ｔ
ａ
ｘ
利
用
状
況

税鞭名圃岬
均等割 会員数割 代議議凹灘女

　

書聡当

顛 ２３，３０２

　

１ 抑 １１ｑＵ

顛地方 ４，９２８

　

１ （ｂ ヮ
十

千鞭 ２，５０７

　

Ｉ （ｄ ４
▲

関東信越 ７，３５９

　

Ｉ （９
） ＝^Ｖ

１１

近畿 １４，９４８

　

Ｉ Ｑ
Ｕ

１↓ ２０

北海道 １，８４０

　

Ｉ （乙 （Ｋ
）

東北 ２，４６８

　

Ｉ （ｘ
）

４
▲

名古屋 ４，６２９ ．
↓

（○ ワ
十

東海 ４，３４３ ．↓ （○ ワ
十

北陸 １，４０４ １
ー

（Ｚ （ｘ
）

中国 ３，１３３ １
↓

４
１

ｒｈ）

四国 １，６２１ ．↓ Ｚ^ （
）

プ「し小トーコヒｉ部 ３，３２７ １
▲

４
１

「〇

南妙トｒ ２，１８０ ．
↓

（ｄ ４
▲

沖縄 ヮ
ｆ嶋 ．↓ ．↓ （乙

合計 ７８，４２６ に
リ

１１ ００ に
リｕ

令和２年（２０２０年）９月１日 （火曜日）

国
税
庁
は
８
月
１１
日
、

令
和
元
年
度
に
お
け
る
ｅ

ー
Ｔ
ａ
×
の
利
用
状
況
等

を
公
表
し
た
。
主
な
税
目

の
お
よ
そ
の
利
用
件
数

は
、
所
得
税
１
２
０
０
万

件
、法
人
税
２
４
０
万
件
、

消
費
税
（個
人
・法
人
）

２
５
０
万
件
等
で
あ
り
、

い
ず
れ
も
前
年
の
利
用
件

数
を
上
回
っ
た
。

日
税
連
は
、
毎
年
、
電

子
申
告
に
か
か
る
要
望
を

国
税
庁
等
に
提
出
し
て
お

り
、
令
和
元
年
度
に
お
い

て
は
、
継
続
し
て
要
望
し

て
い
た
相
続
税
の
電
子
申

告
が
実
現
し
た
。
令
和
２

年
度
に
お
い
て
は
「税
理

士
に
代
理
権
限
に
つ
い

て
、
税
理
士
で
あ
る
こ
と

を
証
明
で
き
る
仕
組
み
を

設
け
る
こ
と
」
「行
政
手

続
き
の
電
子
化
に
際
し

て
、
円
滑
な
税
務
代
理
が

行
え
る
よ
う
配
意
す
る
こ

と
」
等
の
要
望
を
取
り
ま

元
年
度
ｅ
ー
Ｔ
ａ
×
利
用
状
況

　　　

蟻

所
得
税
は
１
２
０
０
万
件

噺

Ｔａ ｘ未ｌｉ用状ｉ兄

利用件数 前年比 利用率
所得税申告 １２，４３５，８０２にＦ １０８‐４４％ ５９‐９％り

消費税申告（個人） 醇嶋８０５ 跳０４ 雑７０

法人税申告 餅３６８リ
ム 雑０４ 勤８７

消難 申告（法人） 僻Ｊ７２５Ｌ
” 励低 眺８６

め
て
お
り
、
ｅ
Ｉ
Ｔ
ａ
×

の
利
用
満
足
度
は
７４
・
２

％
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
「確
定
申
告
書
等
作

成
コ
ー
ナ
ー
」
の
利
用
満

足
度
が
班
・
６
％
と
な
っ

た
。
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
等

で
前
年
度
よ
り
低
い
数
値

と
な
っ
た
が
、
利
用
者
の

７
割
以
上
が
満
足
し
て
お

り
、
税
理
士
会
と
税
理
士

の
協
力
を
得
て
、
ｅ
１
Ｔ

ａ
×
が
納
税
者
の
間
で
定

着
し
て
い
る
こ
と
が
う
か

が
え
る
。

　

ｅ
Ｉ
Ｔ
Ａ
Ｘ
の
利
用
状

況
は
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ

１
ジ
に
、
日
税
連
の
電
子

申
告
に
関
す
る
要
望
は
日

税
達
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

そ
れ
添
え
公
開
さ
れ
て
い

る
。定

期
大
会
代
議
員
数
が
確
定

１
１
５
人
を
各
税
政
連
に
配
分

　

日
税
政
は
、
第
５４
回
定

期
大
会
の
代
議
員
総
数
を

１
１
５
人
と
し
、
各
単
位

．税
政
連
の
割
当
に
つ
い
て

は
、
各
単
位
税
政
連
に
１

人
（計
１５
人
）
を
均
等
に

振
り
分
け
、
残
り
の
１
０

０
人
を
７
月
１
日
現
在
の

税
理
士
会
会
員
数
（税
理

士
法
人
を
除
く
）
に
応
じ

て
比
例
配
分
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
る
単

位
税
政
連
別
の
代
議
員
の

割
当
て
は
表
の
と
お
り
と

な
っ
た
。 真で見る税制改正陳情

日本税理士政治連盟の太田会長、濃遣幹事長等関係役員は、
月４、 ６日及び２４日に、 税制改正陳情を行った。

（令和３年度の税制改正要望は別刷り、 関連記事６～７面）
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令
和
３
年
度
税
制
改
正
に

関
す
る
要
望

令
和
２
年
７
月

（第三種郵便物認可）

　

日
税
政
は
、
令
和
３
年
度
の
税
制
改
正
へ
の
対
応
と
し
て
、
７
月
１７
日
の
幹

事
会
で
２
つ
の
要
望
書
を
機
関
決
定
し
た
。
一つ
は
日
税
連
の
税
制
改
正
建
議

と
同
内
容
の
親
項
目
か
ら
な
る
「令
和
３
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
要
望
」
、

も
う
ひ
と
つ
は
、特
に
緊
急
と
思
わ
れ
る
最
重
要
要
望
４
項
目
等
か
ら
な
る
「令

和
３
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
重
要
建
議
・要
望
項
目
」
。

　

重
点
要
望
の
全
文
を
別
刷
り
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
と
し
て
添
付
し
た
ほ
か
、

３２

項
目
の
要
望
書
の
抜
粋
を
以
下
の
と
お
り
掲
載
す
る
。

今
後
の
税
制
改
正
に
つ
い

て
の
基
本
的
な
考
え
方

令和２年（２０２０年）９月１日 （火曜日）

【所
得
税
一

近
年
、
我
が
国
で
は
所

得
再
分
配
機
能
の
回
復

や
、
経
済
社
会
の
変
化
に

よ
る
多
様
な
所
得
の
稼
得

形
態
や
働
き
方
に
対
応
し

た
仕
組
み
等
を
目
指
す
観

点
か
ら
、
所
得
税
の
抜
本

的
改
革
が
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
こ
数
年

に
お
け
る
税
制
改
正
に
お

い
て
各
種
控
除
等
の
見
直

し
が
行
わ
れ
た
が
、
経
済

社
会
の
変
化
に
即
し
た
抜

本
的
な
改
正
に
は
至
っ
て

い
な
い
。

個
人
所
得
課
税
に
お
い

て
は
、
担
税
力
に
応
じ
た

課
税
を
行
う
た
め
の
負
担

調
整
措
置
と
し
て
、
所
得

の
種
類
に
応
じ
た
所
得
計

算
段
階
で
の
控
除
と
、
個

々
の
人
的
な
事
情
を
考
慮

し
た
基
礎
控
除
等
の
各
種

の
所
得
控
除
が
設
け
ら
れ

て
い
る
。
多
様
化
し
た
所

得
の
稼
得
形
態
や
働
き
方

に
対
す
る
課
税
の
中
立
性

・公
平
性
を
図
る
た
め
に

は
、
所
得
計
算
上
の
控
除

を
縮
減
し
、
基
礎
的
な
人

的
控
除
を
中
心
と
し
た
制

度
を
構
築
す
べ
き
で
あ

る
。
ま
た
、
基
礎
的
な
人

的
控
除
は
最
低
生
活
費
部

分
を
課
税
対
象
外
と
す
る

機
能
を
有
し
て
い
る
こ

と
、
所
得
控
除
方
式
に
は

税
額
計
算
を
行
う
こ
と
な

く
納
税
の
有
無
を
容
易
に

判
断
で
き
る
簡
便
性
が
あ

る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、

基
礎
的
な
人
的
控
除
は
所

得
控
除
方
式
と
す
る
こ
と

が
適
当
で
あ
る
。

所
得
再
分
配
機
能
を
高

め
る
た
め
、
高
所
得
者
に

つ
い
て
配
偶
者
控
除
と
基

礎
控
除
に
つ
い
て
逓
減
・

消
失
す
る
仕
組
み
が
導
入

さ
れ
た
。
し
か
し
、
高
所

得
者
と
い
え
ど
も
最
低
生

活
費
部
分
に
課
税
が
及
ぶ

こ
と
は
、
生
存
権
を
保
障

す
る
憲
法
の
要
請
か
ら
み

て
も
適
切
で
は
な
い
。
本

来
、
所
得
再
分
配
機
能
を

高
め
る
た
め
に
は
、
累
進

日
本
税
理
士
会
連
合
会

日
本
税
理
士
政
治
連
盟

税
率
構
造
を
再
考
す
べ
き

で
あ
る
が
、
人
の
移
動
が

グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
て
い
る

こ
と
、
ま
た
、
勤
労
意
欲

や
消
費
の
減
退
を
招
く
可

能
性
も
考
慮
す
る
と
、
累

進
税
率
等
の
引
上
げ
に
は

一定
の
限
界
が
あ
る
。
そ

こ
で
、
基
礎
的
な
人
的
控

除
を
所
得
控
除
と
し
て
存

置
し
た
上
で
、
そ
の
他
の

所
得
控
除
項
目
に
つ
い
て

は
、
整
理
合
理
化
を
図
り

つ
つ
、
可
能
な
限
り
税
額

控
除
方
式
等
に
移
行
す
れ

ば
、
所
得
再
分
配
機
能
を

一定
程
度
回
復
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

ま
た
、
申
告
納
税
者
の

所
得
税
負
担
率
は
、
合
計

所
得
金
額
が
１
億
円
を
ピ

ー
ク
に
、
所
得
金
額
が
増

加
す
る
ほ
ど
減
少
す
る
と

い
う
逓
減
現
象
が
見
ら
れ

る
。
こ
れ
は
、
有
価
証
券

の
譲
渡
益
に
対
し
て
低
い

比
例
税
率
が
適
用
さ
れ
る

た
め
で
あ
り
、
格
差
を
増

幅
さ
せ
る
一因
と
な
っ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
有

価
証
券
の
譲
渡
益
課
税
に

つ
い
て
は
、
大
口
株
主
及

び
多
額
な
譲
渡
益
部
分
に

適
用
す
る
税
率
の
引
上
げ

等
、
所
得
再
分
配
機
能
を

回
復
さ
せ
る
措
置
を
講
ず

る
べ
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
税
制
改
正
に

は
、
税
の
簡
素
化
と
い
う

視
点
も
必
要
で
あ
り
、
基

礎
控
除
等
が
逓
減
・消
失

す
る
仕
組
み
は
、
税
制
の

複
雑
化
と
実
務
の
煩
雑
化

を
招
い
て
い
る
こ
と
に
も

留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
特
に
給
与
所
得
に
係

る
源
泉
徴
収
制
度
に
お
い

て
、
所
得
控
除
が
複
雑
化

す
る
こ
と
は
、
源
泉
徴
収

義
務
者
に
過
度
な
事
務
負

担
を
課
す
る
こ
と
に
な
る

こ
と
を
考
慮
す
べ
き
で
あ

る
。【中

小
法
人
税
制
一

地
域
経
済
の
中
核
を
担

う
中
小
法
人
は
、
多
様
な

雇
用
機
会
の
提
供
、
地
場

産
業
の
維
持
・発
展
、
新

し
い
技
術
や
競
争
の
創

出
、
あ
ら
ゆ
る
経
済
活
動

の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の

一部
と
し
て
、
日
本
経
済

だ
け
で
な
く
、
国
民
の
生

活
や
文
化
に
も
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
役
割
を
担
っ

て
い
る
。
こ
れ
ま
で
も
、

中
小
法
人
に
対
し
て
は
、

設
備
投
資
等
の
促
進
や
事

業
承
継
に
対
す
る
支
援
、

生
産
性
向
上
の
た
め
の
支

援
な
ど
が
行
わ
れ
て
き

た
。
令
和
元
年
度
税
制
改

正
に
お
い
て
も
生
産
性
向

上
や
先
進
的
な
設
備
取
得

の
後
押
し
、
防
災
・減
災

対
策
の
た
め
、
中
小
法
人

向
け
の
投
資
促
進
に
係
る

各
種
税
制
の
延
長
・創
設

が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
中
小
法
人
が
近
年

の
深
刻
な
人
手
不
足
、
Ｉ

Ｃ
Ｔ
化
へ
向
け
て
必
要
と

な
る
設
備
投
資
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

拡
大
に
よ
る
経
済
へ
の
影

響
と
い
っ
た
環
境
変
化
に

対
応
し
て
い
く
た
め
に

は
、
内
部
留
保
の
充
実
を

は
じ
め
、
事
業
の
存
続
や

新
規
事
業
へ
の
取
組
み
に

対
し
て
、
今
後
も
税
制
に

よ
る
継
続
的
な
支
援
が
必

要
で
あ
る
。

令
和
２
年
度
与
党
税
制

改
正
大
綱
に
よ
れ
ば
、
租

税
特
別
措
置
に
つ
い
て

は
、
特
定
の
政
策
目
的
を

実
現
す
る
た
め
に
有
効
な

政
策
手
法
と
な
り
う
る
一

方
で
、
税
負
担
の
歪
み
を

生
じ
さ
せ
る
面
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
真
に
必
要
な
も

の
に
限
定
し
て
い
く
こ
と

が
重
要
で
あ
る
と
し
て
、

廃
止
を
含
め
た
見
直
し
が

検
討
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
地
域
経
済
を
支
え
、

雇
用
を
確
保
し
、
地
方
創

生
を
担
う
中
核
と
な
る
中

小
法
人
に
と
っ
て
は
、
積

極
的
な
投
資
に
対
す
る
特

別
措
置
だ
け
で
な
く
、
存

続
の
た
め
の
支
援
と
い
う

視
点
も
必
要
で
あ
る
と
考

え
る
。

必
要
な
と
こ
ろ
に
必
要

な
支
援
と
な
る
税
制
で
あ

る
た
め
に
、
平
均
所
得
金

額
（前
３
事
業
年
度
の
所

得
金
額
）
が
年
版
億
円
を

超
え
る
中
小
法
人
に
つ
い

て
は
、
中
小
法
人
向
け
の

租
税
特
別
措
置
が
不
適
用

と
な
っ
た
。
中
小
法
人
の

範
囲
に
つ
い
て
今
後
の
見

直
し
の
際
に
は
、
こ
の
平

均
所
得
金
額
の
引
下
げ
に

は
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ

り
、
企
業
規
模
の
判
定
に

あ
た
っ
て
は
、
資
本
金
基

準
や
所
得
金
額
の
ほ
か
従

業
員
数
な
ど
他
の
指
標
を

組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
適

当
で
あ
る
。

【法
人
税
一

近
年
、
法
人
税
率
引
下

げ
に
伴
う
税
収
確
保
の
観

点
か
ら
、
法
人
税
に
お
け

る
課
税
ベ
ー
ス
が
拡
大
傾

向
に
あ
る
。
し
か
し
、
法

人
税
制
の
改
正
に
あ
た
っ

て
は
、
税
率
引
下
げ
と
課

税
ベ
ー
ス
の
ト
レ
ー
ド
オ

フ
に
よ
る
財
源
確
保
の
視

点
で
は
な
く
、
適
正
な
課

税
ベ
ー
ス
の
構
築
を
基
本

に
据
え
、
公
平
・中
立
が

維
持
で
き
る
制
度
と
な
る

よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
点
、
一税
目
の
中
で

の
税
収
中
立
を
前
提
条
件

と
す
る
の
で
は
な
く
、
税

体
系
全
体
で
の
税
収
確
保

の
あ
り
方
を
議
論
す
る
こ

と
や
、
場
合
に
よ
っ
て
は

社
会
保
障
制
度
と
税
制
全

体
を
総
合
的
に
勘
案
し
て

制
度
設
計
を
行
う
こ
と
を

議
論
す
る
必
要
も
あ
る
。

ま
た
、
国
際
競
争
力
等
の

観
点
か
ら
法
人
税
率
が
引

き
下
げ
ら
れ
て
き
た
が
、

こ
れ
に
よ
る
影
響
と
し

て
、
大
企
業
を
中
心
に
内

部
留
保
が
増
加
し
て
い
る

と
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
の

た
め
、
内
部
留
保
に
課
税

す
べ
き
と
の
意
見
も
あ
る

が
、
内
部
留
保
は
企
業
の

存
続
を
図
る
た
め
に
不
可

欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
設

備
投
資
、
賃
上
げ
及
び
配

当
等
の
促
進
に
資
す
る
た

め
、
政
策
税
制
を
よ
り
一

層
充
実
さ
せ
る
こ
と
で
対

応
す
る
方
が
効
率
的
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
現

行
で
は
、
租
税
特
別
措
置

法
の
適
用
に
つ
い
て
、
政

策
目
的
に
合
致
す
る
投
資

活
動
や
賃
上
げ
を
行
う
法

人
を
優
遇
す
る
一方
、
政

策
目
的
に
合
致
し
な
い
場

合
は
適
用
が
制
限
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
引
き
続

き
、
租
税
特
別
措
置
に
つ

い
て
は
、
そ
の
効
果
や
妥

当
性
等
を
検
証
し
た
上

で
、
真
に
必
要
な
も
の
に

限
定
す
べ
く
整
理
す
べ
き

で
あ
る
。

【消
費
税
一

消
費
税
は
我
が
国
の
基

幹
税
で
あ
り
、
概
ね
次
の

よ
う
な
姿
を
あ
る
べ
き
消

費
税
制
と
考
え
て
い
る
。

①

　

軽
減
税
率
制
度
は
逆

進
性
対
策
と
し
て
非
効
率

で
あ
り
、
財
政
へ
の
影
響

が
大
き
い
こ
と
、
ま
た
、

事
業
者
及
び
税
務
行
政
庁

の
コ
ス
ト
削
減
等
の
観
点

か
ら
も
、
単
一税
率
制
度

が
望
ま
し
い
。

②

　

事
務
負
担
が
過
度
と

な
ら
な
い
よ
う
、
適
格
請

求
書
等
保
存
方
式
を
見
直

す
。

③

　

課
税
ベ
ー
ス
を
狭
め

る
こ
と
と
な
る
非
課
税
の

範
囲
を
縮
小
す
る
。

④

　

基
準
期
間
に
お
け
る

課
税
売
上
高
に
よ
る
納
税

義
務
の
判
定
を
廃
止
し
、

当
年
又
は
当
事
業
年
度
に

お
け
る
課
税
売
上
高
に
よ

り
課
税
事
業
者
の
判
定
を

し
、
課
税
売
上
高
が
一定

額
以
下
の
場
合
は
、
申
告

不
要
制
度
等
を
創
設
す

る
。

⑤

　

簡
易
課
税
制
度
に
つ

い
て
は
、
み
な
し
仕
入
率

を
引
き
下
げ
た
上
で
設
備

投
資
に
係
る
仕
入
税
額
控

除
を
認
め
、
一定
の
要
件

を
付
し
た
上
で
そ
の
課
税

期
間
に
係
る
諸
届
け
の
提

出
時
期
を
申
告
期
限
ま
で

と
す
る
。

【相
続
税
・贈
与
税
一

平
成
２５
年
度
税
制
改
正

に
よ
り
基
礎
控
除
額
が
引

き
下
げ
ら
れ
た
結
果
、
課

税
件
数
割
合
は
改
正
前
の

約
２
倍
に
増
加
し
、
富
の

再
分
配
機
能
は
一定
程
度

の
回
復
が
図
ら
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。し
た
が
っ
て
、

今
後
の
相
続
税
に
つ
い
て

は
、
と
り
わ
け
高
額
な
相

続
財
産
に
対
し
て
は
一層

の
課
税
強
化
を
行
う
余
地

が
あ
る
と
し
て
も
、
中
間

層
以
下
の
財
産
取
得
者
に

対
し
、
さ
ら
に
課
税
を
強

化
す
る
こ
と
は
適
当
で
は

な
い
。

個
人
資
産
の
多
く
が
高

齢
者
に
偏
在
し
て
い
る
現

状
に
お
い
て
、
高
齢
者
世

代
か
ら
若
年
世
代
へ
の
資

産
移
転
を
通
じ
て
経
済
の

活
性
化
を
図
る
と
い
う
社

会
的
要
請
が
あ
り
、
贈
与

税
に
お
い
て
、
教
育
資
金

や
結
婚
子
育
て
資
金
の
贈

与
に
係
る
特
例
措
置
が
設

け
ら
れ
て
い
る
。し
か
し
、

こ
れ
ら
の
特
例
は
、
贈
与

税
が
空
洞
化
し
、
相
続
税

の
補
完
税
と
し
て
の
機
能

を
弱
め
る
と
と
も
に
、
資

産
格
差
の
固
定
化
に
つ
な

が
る
こ
と
か
ら
、
適
用
期

限
の
到
来
を
見
据
え
て
廃

止
又
は
縮
小
す
べ
き
で
あ

る
。
世
代
間
の
資
産
移
転

を
促
進
す
る
に
は
、
贈
与

税
の
基
礎
控
除
の
拡
大
や

税
率
構
造
の
見
直
し
を
行

う
と
と
も
に
、
相
続
時
精

算
課
税
制
度
に
つ
い
て
、

災
害
に
よ
り
贈
与
財
産
価

額
が
下
落
し
た
場
合
に
贈

与
時
の
時
価
で
相
続
税
が

課
税
さ
れ
る
と
い
う
リ
ス

ク
を
軽
減
す
る
等
の
措
置

を
講
じ
、
そ
の
普
及
を
促

進
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
喫
緊
の
課
題
で

あ
る
中
小
企
業
の
事
業
承

継
問
題
の
解
決
を
税
制
面

か
ら
推
し
進
め
る
た
め
に

は
、
取
引
相
場
の
な
い
株

式
等
の
評
価
の
適
正
化
を

図
る
べ
き
で
あ
る
。

【地
方
税
一

地
方
税
制
は
、
地
方
行

政
を
安
定
的
に
運
営
す
る

た
め
の
基
盤
で
あ
り
、
地

方
分
権
及
び
地
方
創
生
を

推
進
す
る
観
点
か
ら
は
、

地
方
税
収
の
確
保
・拡
大

を
図
る
と
と
も
に
、
税
源

の
偏
在
性
が
少
な
い
地
方

税
制
を
構
築
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。

教
育
、
福
祉
、
警
察
、

消
防
な
ど
の
地
域
住
民
に

密
着
し
た
行
政
サ
ー
ビ
ス

は
、
そ
の
多
く
が
地
方
行

政
に
よ
り
担
わ
れ
て
お

り
、
そ
の
行
政
費
用
は
サ

ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る

地
域
住
民
に
よ
っ
て
負
担

さ
れ
る
べ
き
こ
と
か
ら
、

地
方
税
に
は
、
公
平
・中

立
・簡
素
と
い
う
原
則
に

加
え
て
、
負
担
の
分
任
性

・応
益
性
及
び
自
主
課
税

権
の
尊
重
な
ど
も
重
要
視

さ
れ
る
。

所
得
が
低
い
者
に
応
益

課
税
を
行
う
と
、
そ
の
課

税
に
よ
り
経
済
格
差
が
拡

大
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

こ
れ
に
適
切
な
給
付
が
組

み
合
わ
さ
る
こ
と
で
、
課

税
と
給
付
が
一体
と
な
り

地
方
財
政
に
よ
る
所
得
再

分
配
機
能
が
果
た
さ
れ
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
地
方
自
治
法
に
お
い

て
、住
民
は
、地
方
団
体
の

役
務
の
提
供
を
受
け
る
権

利
が
あ
る
と
と
も
に
、
そ

の
負
担
を
分
任
す
る
義
務

を
負
う
こ
と
が
規
定
さ
れ

て
い
る
が
、応
益
課
税
は
、

住
民
自
治
の
考
え
方
に
適

合
し
て
い
る
と
い
え
る
。

た
だ
し
、
中
小
事
業
者

に
対
す
る
課
税
に
つ
い
て

は
、
事
業
の
継
続
と
雇
用

の
確
保
と
い
う
観
点
か

ら
、
負
担
能
力
に
も
配
慮

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
法
人

事
業
税
の
外
形
標
準
課
税

の
適
用
対
象
法
人
に
つ
い

「税
制
に
対
す
る
基
本
的
な
視
点
」

①
公
平
な
税
負
担

②
理
解
と
納
得
の
で
き
る
税
制

③
適
正
な
事
務
負
担

④
時
代
に
適
合
す
る
税
制

⑤
透
明
な
税
務
行
政
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て
は
、
中
小
法
人
に
適
用

す
べ
き
で
は
な
く
、
一定

規
模
以
下
の
中
堅
法
人
に

つ
い
て
は
、
企
業
育
成
の

観
点
か
ら
適
用
除
外
又
は

現
行
の
軽
減
措
置
の
恒
久

化
等
を
検
討
す
べ
き
で
あ

る
。い

わ
ゆ
る
「ふ
る
さ
と

納
税
」
に
つ
い
て
は
、
制

度
の
構
想
段
階
か
ら
懸
念

さ
れ
て
い
た
返
礼
品
競
争

を
発
生
さ
せ
て
い
る
ば
か

り
か
、
制
度
を
利
用
で
き

る
者
と
で
き
な
い
者
と
の

間
の
公
平
性
の
問
題
や
、

受
益
を
受
け
て
い
る
現
居

住
地
の
財
源
を
減
少
さ
せ

て
し
ま
う
こ
と
な
ど
、
地

方
財
政
に
と
っ
て
深
刻
な

問
題
を
生
じ
さ
せ
て
い
る

た
め
、
寄
附
税
制
と
し
て

の
位
置
付
け
を
徹
底
す
る

な
ど
、
制
度
の
あ
り
方
の

見
直
し
を
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
。

な
お
、
地
球
温
暖
化
へ

の
対
応
が
喫
緊
の
課
題
と

な
っ
て
い
る
が
、
環
境
政

策
の
推
進
と
と
も
に
、
環

境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
資

す
る
た
め
の
施
策
と
し

て
、
税
制
の
グ
リ
ー
ン
化

が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
国
と
地
方
を

通
じ
た
環
境
関
連
税
制
の

体
系
整
備
を
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
。

【納
税
環
境
整
備
・そ
の

他
一

１

経
済
社
会
の
環
境
変

化
と
納
税
環
境
の
整
備

工
Ｃ
Ｔ
の
浸
透
に
よ

り
、
企
業
が
デ
ジ
タ
ル
技

術
等
を
活
用
し
顧
客
等
の

ニ
ー
ズ
を
基
に
ビ
ジ
ネ
ス

モ
デ
ル
や
企
業
文
化
・風

土
等
を
変
革
し
、
競
争
上

の
優
位
性
を
確
立
さ
せ
る

デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ

ー
メ
ー
シ
ョ
ン
（Ｄ
Ｘ
）

の
発
想
が
世
界
的
に
普
及

し
て
お
り
、
こ
の
発
想
は

我
が
国
の
企
業
の
成
長
の

た
め
に
非
常
に
重
要
な
こ

と
で
あ
り
、
国
全
体
で
取

り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
特
に
、
経
済
活
動
に

お
け
る
効
率
性
の
改
善
や

生
産
性
の
向
上
は
優
先
課

題
で
あ
り
、
中
小
事
業
者

を
含
む
国
全
体
が
統
一的

か
つ
柔
軟
に
対
応
で
き
る

基
盤
の
構
築
・制
度
の
充

実
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。

税
務
面
に
お
い
て
は
、

例
え
ば
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ

ル
の
活
用
が
今
後
の
所
得

税
申
告
に
お
い
て
そ
の
柱

に
な
る
と
想
定
さ
れ
る

が
、
納
税
者
・課
税
庁
双

方
に
と
っ
て
利
便
性
が
向

上
さ
れ
る
仕
組
み
の
構
築

が
重
要
で
、
法
人
税
に
お

け
る
電
子
申
告
の
活
用
に

つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が

い
え
る
。

税
務
申
告
に
つ
い
て

は
、
ｅ
ー
Ｔ
ａ
×
等
を
通

じ
て
課
税
庁
に
集
約
さ
れ

る
納
税
者
等
の
情
報
を
効

率
的
に
運
用
す
る
こ
と
に

な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

申
告
書
の
作
成
過
程
に
お

い
て
、
民
主
主
義
の
根
幹

で
あ
る
申
告
納
税
制
度
の

理
念
に
沿
っ
て
、
納
税
者

と
代
理
人
で
あ
る
税
理
士

が
適
切
に
申
告
す
る
こ
と

が
可
能
な
制
度
を
構
築
す

べ
き
で
あ
る
。

２

　

国
税
通
則
法
等

複
雑
で
難
解
な
税
法
及

び
税
務
手
続
を
専
門
家
で

な
い
納
税
者
が
正
し
く
理

解
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も

容
易
で
は
な
く
、
納
税
者

が
誤
っ
た
理
解
の
下
に
不

利
益
を
被
る
可
能
性
も
高

い
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に

お
い
て
、
納
税
者
の
最
低

限
の
権
利
保
護
を
目
的
と

し
て
、
諸
外
国
に
も
例
の

多
い
納
税
者
憲
章
を
制
定

す
る
と
と
も
に
、
国
税
通

則
法
第
１
条
（目
的
）
に

「納
税
者
の
権
利
利
益
の

保
護
に
資
す
る
」
旨
の
文

言
を
追
加
す
べ
き
で
あ

る
。ま

た
、
実
地
の
調
査
の

事
前
通
知
事
項
に
つ
い

て
、
そ
の
通
知
方
法
は
法

令
上
規
定
さ
れ
て
お
ら

ず
、
原
則
と
し
て
電
話
に

よ
り
口
頭
で
行
う
と
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
通
知

事
項
の
分
量
や
内
容
に
よ

っ
て
は
、
正
確
に
記
録
す

る
こ
と
が
困
難
な
場
合
も

少
な
く
な
く
、
多
く
の
時

間
を
要
す
る
こ
と
も
あ
り

負
担
が
大
き
い
。
し
た
が

っ
て
、
納
税
者
又
は
税
務

代
理
人
と
税
務
当
局
が
合

意
し
た
場
合
に
は
、
一定

の
事
項
に
つ
い
て
書
面
に

よ
る
通
知
を
行
う
こ
と
、

又
は
、
事
前
通
知
を
電
子

的
に
行
う
こ
と
も
検
討
す

べ
き
で
あ
る
。

３

　

公
会
計
制
度

国
及
び
地
方
公
共
団
体

の
財
政
状
態
や
、
行
政
コ

ス
ト
の
内
容
等
を
容
易
に

把
握
す
る
た
め
、
複
式
簿

記
や
発
生
主
義
に
よ
る

「国
の
財
務
書
類
」
等
が

よ
り
一層
活
用
さ
れ
る
よ

う
に
取
り
組
む
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

４

　

成
年
後
見
制
度

成
年
後
見
制
度
の
一層
の

活
用
に
資
す
る
た
め
、
例

え
ば
、
所
得
税
法
及
び
相

続
税
法
上
の
障
害
者
の
範

囲
を
見
直
し
、被
保
佐
人
、

被
補
助
人
及
び
任
意
後
見

に
お
け
る
委
任
者
で
任
意

後
見
契
約
が
発
効
し
た
者

に
つ
い
て
も
障
害
者
控
除

の
適
用
対
象
と
す
る
な

ど
、
関
連
す
る
税
制
及
び

税
務
上
の
取
扱
い
等
を
見

直
す
必
要
が
あ
る
。

５

　

カ
ー
ボ
ン
プ
ラ
イ
シ

ン
グ
（炭
素
税
等
）

政
府
は
、
パ
リ
協
定
や

Ｓ
Ｄ
Ｇ
Ｓ
を
踏
ま
え
た
地

球
温
暖
化
対
策
の
一環
と

し
て
、
税
制
の
グ
リ
ー
ン

化
を
推
進
す
る
と
の
方
針

を
示
し
、
近
年
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
課
税
や
車
体
課
税
等

を
中
心
に
税
制
改
正
を
加

速
さ
せ
る
と
と
も
に
、
新

た
な
解
決
方
法
と
し
て
力

ー
ボ
ン
プ
ラ
イ
シ
ン
グ
の

検
討
を
開
始
し
て
い
る
。

カ
ー
ボ
ン
プ
ラ
イ
シ
ン
グ

は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
削

減
に
資
す
る
だ
け
で
な

く
、
あ
ら
ゆ
る
主
体
に
対

し
脱
炭
素
社
会
に
向
け
た

資
金
を
含
む
資
源
の
戦
略

的
な
配
分
を
促
し
、
新
た

な
経
済
成
長
を
実
現
す
る

役
割
も
期
待
で
き
る
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
導
入
に

あ
た
っ
て
は
、
例
え
ば
そ

の
税
収
等
を
活
用
し
て
他

の
税
目
に
お
け
る
減
税
措

置
を
講
じ
る
な
ど
、
事
業

者
、
特
に
中
小
事
業
者
の

経
営
に
は
十
分
配
慮
す
る

必
要
が
あ
る
。

【国
際
税
制
一

　

「Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
（税
源
浸

食
と
利
益
移
転
）
プ
ロ
ジ

エ
ク
ト
」
の
勧
告
を
踏
ま

え
、
過
剰
な
国
際
的
な
節

税
策
へ
の
対
応
と
し
て
、

租
税
回
避
を
主
た
る
目
的

と
す
る
取
引
を
適
正
な
取

引
に
引
き
直
し
て
課
税
を

行
う
「
一般
的
租
税
回
避

否
認
規
定
（Ｇ
Ａ
Ａ
Ｒ
）」

を
導
入
す
べ
き
と
の
意
見

が
あ
る
。
し
か
し
、
Ｇ
Ａ

Ａ
Ｒ
は
、
そ
の
規
定
の
性

格
上
、
表
現
が
抽
象
的
に

な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の

た
め
、
納
税
者
の
予
測
可

能
性
を
害
し
、
課
税
庁
に

よ
る
拡
大
的
、
窓
意
的
解

釈
を
招
く
お
そ
れ
も
あ

る
。
租
税
法
律
主
義
の
観

点
か
ら
は
、
こ
う
し
た
規

定
は
導
入
す
べ
き
で
は
な

く
、
個
別
要
件
規
定
を
必

要
に
応
じ
て
立
法
化
し
て

い
く
こ
と
で
解
決
す
べ
き

で
あ
る
。

ま
た
、
租
税
回
避
ス
キ

ー
ム
の
開
発
・販
売
者
あ

る
い
は
利
用
者
に
税
務
当

局
へ
の
ス
キ
ー
ム
情
報
の

開
示
を
義
務
付
け
る
「義

務
的
開
示
制
度
」
に
つ
い

て
は
、
租
税
法
律
主
義
に

基
づ
く
我
が
国
の
税
法
体

系
と
の
整
合
性
を
踏
ま
え

つ
つ
、
そ
の
導
入
の
是
非

を
慎
重
に
検
討
し
、
仮
に

税
制
改
正
要
望
項
目

導
入
す
る
場
合
に
は
納
税

者
に
過
度
な
事
務
負
担
を

与
え
な
い
制
度
と
す
べ
き

で
あ
る
。

【災
害
対
応
税
制
一

我
が
国
に
お
い
て
は
、

東
日
本
大
震
災
や
平
成
２８

年
熊
本
地
震
以
降
も
豪
雨

や
台
風
な
ど
の
大
災
害
が

毎
年
の
よ
う
に
発
生
し
、

今
後
も
発
生
が
予
測
さ
れ

て
い
る
。
大
災
害
が
発
生

し
て
か
ら
災
害
特
例
法
を

立
法
化
し
対
応
す
る
の
で

は
迅
速
性
に
欠
け
、
税
体

系
と
し
て
の
整
合
性
に
欠

く
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い

と
い
う
観
点
か
ら
、
日
本

税
理
士
会
連
合
会
は
、
恒

久
法
と
し
て
「災
害
税
制

に
関
す
る
基
本
法
」
を
立

法
化
す
べ
き
で
あ
る
と
要

望
し
て
き
た
。
平
成
２９
年

度
税
制
改
正
に
よ
り
「災

害
に
関
す
る
措
置
の
常
設

【所
得
税
一

１

公
的
年
金
等
に
対
す

る
課
税
を
見
直
す
こ
と
。

２

　

医
療
費
控
除
を
見
直

し
、
年
少
扶
養
控
除
を
復

活
さ
せ
る
こ
と
。

の

　

医
療
費
控
除

の

　

年
少
扶
養
控
除

３

　

業
務
用
不
動
産
の
譲

渡
損
失
に
つ
い
て
、
損
益

通
算
及
び
翌
期
以
降
の
繰

越
し
を
認
め
る
こ
と
。

４

　

「事
業
に
専
従
す
る

親
族
が
あ
る
場
合
の
必
要

経
費
の
特
例
等
」
の
対
象

を
拡
大
し
、
事
業
に
係
る

化
」が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、

制
度
面
に
お
い
て
、
実
質

的
に
こ
の
要
望
が
実
現
し

た
も
の
と
い
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
災
害

の
規
模
や
被
災
地
域
の
経

済
状
況
等
に
よ
っ
て
は
損

害
の
回
復
や
復
旧
に
相
当

の
時
間
を
要
す
る
。
今
後

は
、
災
害
に
よ
る
損
失
が

十
分
に
救
済
さ
れ
る
よ
う

税
制
上
の
さ
ら
な
る
手
当

が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
現
場
で
の
対
応

で
は
、
地
方
公
共
団
体
の

税
務
上
の
対
応
に
統
一性

が
な
い
事
例
が
報
告
さ
れ

て
お
り
、
手
続
の
簡
素
化

や
統
一化
の
た
め
の
法
整

備
を
す
べ
き
で
あ
る
。
各

地
方
公
共
団
体
に
お
い

て
、
災
害
税
制
に
関
す
る

担
当
者
を
育
成
す
る
な
ど

の
措
置
が
必
要
で
あ
る
。

適
正
対
価
の
必
要
経
費
算

入
を
認
め
る
こ
と
。

【中
小
法
人
税
制
一

５

　

中
小
法
人
の
減
価
償

却
方
法
は
定
率
法
と
定
額

法
の
選
択
適
用
を
維
持
す

る
こ
と
。

６

　

中
小
法
人
の
軽
減
税

率
の
適
用
を
維
持
し
、
そ

の
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る

こ
と
。

７

　

研
究
開
発
税
制
に
お

け
る
繰
越
税
額
控
除
限
度

超
過
額
等
の
繰
越
控
除
制

度
を
復
活
さ
せ
る
と
と
も

に
、
対
象
と
な
る
人
件
費

の
範
囲
を
見
直
す
こ
と
。

８

　

同
族
会
社
の
留
保
金

課
税
制
度
を
廃
止
す
る
こ

と
。【法

人
税
一

９

　

受
取
配
当
等
は
そ
の

全
額
を
益
金
不
算
入
に
す

る
こ
と
。

１０

　

確
定
決
算
主
義
を
尊

重
し
、
役
員
給
与
の
損
金

算
入
規
定
等
を
見
直
す
こ

と
。

の

　

役
員
給
与

の

　

退
職
給
付
引
当
金
・

賞
与
引
当
金

◎

　

賃
倒
引
当
金

１１

少
額
減
価
償
却
資
産

の
取
得
価
額
基
準
を
引
き

上
げ
る
こ
と
。

１２

　

交
際
費
等
の
損
金
不

算
入
制
度
に
つ
い
て
、
損

金
算
入
要
件
を
緩
和
す
る

こ
と
。

【消
費
税
一

１３

　

消
費
税
に
お
け
る
軽

減
税
率
制
度
を
廃
止
し
単

一税
率
に
戻
す
こ
と
。

１４

　

基
準
期
間
制
度
を
廃

止
し
、
新
た
に
小
規
模
事

業
者
に
対
す
る
申
告
不
要

制
度
等
を
創
設
す
る
こ

と
。

１５

　

簡
易
課
税
制
度
の
み

な
し
仕
入
率
を
引
き
下

げ
、
設
備
投
資
に
対
す
る

別
枠
で
の
控
除
を
認
め
る

こ
と
。

１６

　

仕
入
税
額
控
除
制
度

に
お
け
る
、い
わ
ゆ
る
「９５

％
ル
ー
ル
」
の
適
用
要
件

を
緩
和
す
る
こ
と
。

【相
続
税
・贈
与
税
一

１７

　

取
引
相
場
の
な
い
株

式
等
の
評
価
の
適
正
化
を

図
る
こ
と
。

１８

相
続
税
の
更
正
の
請

求
の
特
則
事
由
に
「相
続

し
た
保
証
債
務
の
履
行
が

当
該
相
続
開
始
後
５
年
以

内
に
行
わ
れ
、
求
償
権
の

行
使
が
不
能
な
場
合
」
を

加
え
る
こ
と
。

１９

　

相
続
税
・贈
与
税
の

連
帯
納
付
義
務
を
廃
止
す

る
こ
と
。

２０

　

相
続
時
精
算
課
税
制

度
を
見
直
す
こ
と
。

の

　

小
規
模
宅
地
等
の
特

例
の
適
用

の

　

特
定
贈
与
者
の
死
亡

以
前
に
相
続
時
精
算
課
税

適
用
者
が
死
亡
し
た
場
合

の
課
税
関
係

【地
方
税
一

２１

償
却
資
産
に
係
る
固

定
資
産
税
制
度
に
つ
い

て
、
廃
止
を
検
討
す
る
な

ど
、
制
度
の
あ
り
方
を
抜

本
的
に
見
直
す
こ
と
。

２２

　

上
場
株
式
等
の
配
当

所
得
等
に
関
し
、
個
人
住

民
税
に
お
い
て
所
得
税
と

異
な
る
課
税
方
式
を
選
択

す
る
場
合
の
申
告
手
続
を

簡
素
化
す
る
こ
と
。

２３

　

個
人
住
民
税
に
つ
い

て
、
出
国
年
に
係
る
所
得

に
課
税
す
る
方
法
を
検
討

す
る
こ
と
。

２４

　

事
業
税
に
お
け
る
社

会
保
険
診
療
報
酬
等
の
課

税
除
外
の
措
置
を
廃
止
す

る
こ
と
。

２５

　

課
税
対
象
事
業
及
び

税
率
を
見
直
す
と
と
も

に
、
個
人
事
業
税
の
事
業

主
控
除
額
を
引
き
上
げ
る

こ
と
。

【納
税
環
境
整
備
・そ
の

他
一

令
和
３
年
度
税
制
改
正

最
重
点
要
望

郡

　

税
務
手
続
に
お
い
て

は
電
子
申
告
等
の
活
用
を

基
本
と
し
、
そ
の
た
め
の

課
題
を
具
体
的
に
分
析
・

検
討
し
、
制
度
及
び
シ
ス

テ
ム
の
両
面
で
の
積
極
的

な
環
境
整
備
を
行
う
こ

と
。

の

　

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
と

ｅ
ー
Ｔ
ａ
×
の
連
携

の

　

支
払
調
書
制
度
の
見

直
し

◎

　

電
子
帳
簿
等
保
存
制

度
の
普
及

④

　

各
税
法
に
お
け
る
電

子
申
告
の
位
置
付
け
の
見

直
し

◎

　

納
税
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
化
へ
の
対
応

◎

　

税
理
士
が
代
理
送
信

を
行
う
場
合
の
電
子
署
名

に
関
す
る
取
扱
い

２７

　

個
人
番
号
の
利
便
性

を
向
上
さ
せ
た
上
で
、
個

人
事
業
者
番
号
の
導
入
に

つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

２８

　

財
産
債
務
調
書
の
提

１

適
格
請
求
書
等
保
存

方
式
を
見
直
す
こ
と
。

２

　

消
費
税
制
度
の
簡
素

化
を
図
る
た
め
、
社
会
政

策
的
な
配
慮
に
基
づ
く
非

課
税
取
引
を
非
課
税
の
範

囲
か
ら
除
外
し
て
課
税
取

引
と
し
、
課
税
標
準
や
仕

入
税
額
控
除
の
計
算
を
で

き
る
だ
け
平
易
に
す
る
こ

と
。

３

　

墓
礎
的
な
人
的
控
除

の
あ
り
方
を
見
直
す
と
と

出
期
限
等
を
見
直
す
こ

と
。【国

際
税
制
一

２９

　

国
際
的
な
相
続
税
の

二
重
課
税
及
び
租
税
回
避

の
防
止
の
観
点
か
ら
、
相

続
税
に
係
る
租
税
条
約
の

締
結
を
進
め
る
こ
と
。

３０

　

外
国
税
額
控
除
に
つ

い
て
、
控
除
限
度
超
過
額

等
の
繰
越
期
間
を
延
長
す

る
こ
と
。

【災
害
対
応
税
制
一

３１
・災
害
損
失
特
別
勘
定

の
損
金
算
入
及
び
益
金
算

入
に
関
す
る
適
用
要
件
を

緩
和
す
る
こ
と
。

３２

　

東
日
本
大
震
災
に
係

る
震
災
特
例
法
に
追
加
措

置
を
行
う
こ
と
。

の

　

原
子
力
損
害
賠
償
制

度
に
よ
る
収
入
と
損
失
の

平
準
化
等
の
措
置

の

　

東
日
本
大
震
災
復
興

特
別
区
域
法
の
適
用
要
件

の
緩
和

も
に
、
所
得
計
算
上
の
控

除
か
ら
基
礎
控
除
へ
の
シ

フ
ト
を
進
め
る
こ
と
。

４

　

「災
害
損
失
控
除
」

を
創
設
す
る
と
と
も
に
、

相
続
時
精
算
課
税
制
度
に

お
け
る
受
贈
財
産
が
災
害

に
よ
り
損
失
を
受
け
た
場

合
の
救
済
措
置
を
設
け
る

こ
と
。



－
－

◆

　

＋

第

定
期
大

　　　

　

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　

　

　　　　　　　　

　

第
純
＝
定
期
大
蘇議

　

題
仰

令
和
２
年
９
月
２４
日

日
本
税
理
士
政
治
連
盟

　

令
和
元
年
度
運
動
経
過
並
び
に
組
織
活
動
報
告

自

　

令
和
元
年
７
月
１
日

　

至

　

令
和
２
年
６
月
３０
日

令和２年（２０２０年）９月１日 （火曜日）

．
運
動
経
過
の
概
要

日
本
税
理
士
政
治
連
盟

（以
下
「本
連
盟
」
と
い

う
。
）
は
、
税
理
士
の
社

会
的
地
位
の
向
上
と
、
日

本
税
理
士
会
連
合
会
（以

下
「日
税
連
」
と
い
う
。）

の
基
本
施
策
を
実
現
す
る

た
め
、
第
５３
回
定
期
大
会

で
決
定
し
た
運
動
方
針
及

び
組
織
活
動
方
針
に
基
づ

き
、
単
位
税
理
士
政
治
連

盟
（以
下
「単
位
税
政
連
」

と
い
う
。
）
及
び
税
理
士

に
よ
る
国
会
議
員
等
後
援

会
（以
下
「後
援
会
」
と

い
う
。
）の
協
力
を
得
て
、

各
種
施
策
、
運
動
を
こ
の

１
年
間
に
実
施
し
た
。

１

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
に
係
る
対
応
に
つ

い
て新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
が
全
世
界
に
拡
大
す

る
な
か
、
本
連
盟
は
、
日

税
連
と
連
携
し
、
税
制
・

中
小
企
業
支
援
で
政
府
与

党
へ
提
言
を
行
う
な
ど
積

極
的
に
対
応
し
た
。

１

　

２
月
、
中
国
・
武
漢
で

原
因
不
明
の
肺
炎
の
発
生

が
報
道
さ
れ
て
以
降
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
は
急
速
に
全
世
界
に
拡

大
し
た
。
政
府
は
、
４
月

７
日
に
緊
急
事
態
宣
言
を

発
出
す
る
と
と
も
に
補
正

予
算
案
、
総
合
経
済
対
策

等
を
と
り
ま
と
め
、
こ
れ

ら
関
連
法
案
は
４
月
３０
日

に
成
立
し
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
は
、
税
理
士
の
業

務
に
も
深
刻
な
影
響
を
も

た
ら
し
た
。
国
税
庁
は
、

令
和
元
年
分
の
所
得
税
確

定
申
告
期
限
を
延
長
し
た

ほ
か
、
贈
与
税
、
個
人
事

業
者
の
消
費
税
、
法
人
税

・地
方
法
人
税
・法
人
の

消
費
税
・源
泉
所
得
税
の

納
付
期
限
の
延
長
等
の
措

置
を
講
じ
た
。
税
制
改
正

に
関
し
て
は
、
前
記
の
総

合
経
済
対
策
の
一環
と
し

て
、
納
税
猶
予
制
度
の
特

例
や
欠
損
金
の
繰
戻
し
に

よ
る
還
付
の
特
例
な
ど
の

税
制
改
正
措
置
が
盛
り
込

ま
れ
た
。

日
税
連
は
、
こ
の
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
対
し
て
迅
速
に
対
応
し

た
。
感
染
防
止
の
観
点
か

ら
は
、
定
期
総
会
を
は
じ

め
会
議
・研
修
等
を
自
粛

す
る
と
と
も
に
、
情
報
機

器
の
活
用
に
よ
る
会
務
の

合
理
化
を
よ
り
一層
推
進

し
、
さ
ら
に
税
理
士
の
業

務
と
テ
レ
ワ
ー
ク
に
関
す

る
指
針
を
と
り
ま
と
め
る

な
ど
、
税
理
士
の
業
務
に

対
す
る
支
援
を
行
っ
た
。

中
小
企
業
を
支
援
す
る

た
め
の
政
府
へ
の
提
言
に

つ
い
て
も
積
極
的
に
対
応

し
た
。
４
月
１５
日
に
、
中

小
企
業
支
援
策
と
し
て

「金
融
支
援
」
「経
営
支

援
」
「生
活
支
援
」
の
３

つ
の
柱
か
ら
な
る
要
望
書

を
中
小
企
業
庁
に
提
出
し

た
。
さ
ら
に
税
制
に
関
し

て
は
、
令
和
３
年
度
の
税

制
改
正
建
議
の
議
論
に
並

行
し
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
に
係
る
税
制

緊
急
要
望
を
と
り
ま
と

め
、
国
税
庁
を
は
じ
め
と

す
る
関
係
府
省
庁
へ
提
出

し
た
。

本
連
盟
は
、
感
染
防
止

の
観
点
か
ら
７
月
ま
で
に

定
期
大
会
を
開
催
す
る
税

政
連
と
の
情
報
交
換
に
努

め
る
と
と
も
に
、
日
税
連

と
連
携
し
て
、
政
府
の
総

合
経
済
対
策
に
実
務
家
と

し
て
の
税
理
士
の
声
を
反

映
さ
せ
る
べ
く
積
極
的
に

対
応
し
た
。
２
月
２５
日
に

は
、
太
田
直
樹
会
長
ほ
か

関
係
役
員
が
、
自
由
民
主

党
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
対
策
本
部
長
で
あ
る
田

村
憲
久
議
員
と
面
会
し
、

税
理
士
業
界
と
し
て
の
対

応
を
経
過
報
告
す
る
と
と

も
に
今
後
の
対
応
に
つ
い

て
意
見
と
情
報
を
交
換
し

た
。
当
日
は
、
感
染
防
止

の
た
め
の
税
理
士
業
界
に

お
け
る
対
応
を
報
告
す
る

と
と
も
に
、
税
理
士
が
関

与
す
る
中
小
企
業
の
支
援

の
た
め
、
税
制
改
正
や
金

融
支
援
等
の
政
策
を
早
急

に
実
行
す
る
こ
と
を
要
望

し
た
。

２

　

国
政
選
挙
へ
の
対
応

に
つ
い
て

本
連
盟
は
、
第
２５
回
参

議
院
議
員
通
常
選
挙
に
際

し
て
、
本
連
盟
の
運
動
方

針
を
決
定
し
、
選
挙
活
動

に
関
し
違
反
の
な
い
よ
う

単
位
税
政
連
と
の
連
絡
調

整
に
努
め
た
。
ま
た
、
単

位
税
政
連
を
中
心
に
地
域

に
密
着
し
た
選
挙
支
援
活

動
を
積
極
的
に
行
っ
た
。

第
２５
回
参
議
院
議
員
通

常
選
挙
へ
の
対
応
に
つ
い

て
、
本
連
盟
は
、
前
事
業

年
度
に
お
い
て
、
「国
政

選
挙
等
推
薦
基
準
」
「国

政
選
挙
等
に
関
す
る
方
針

ー
候
補
者
推
薦
基
準
及
び

留
意
事
項
に
つ
い
て
ー
」

の
機
関
決
定
、
本
連
盟
の

推
薦
候
補
決
定
、
選
挙
関

達
法
研
修
会
の
開
催
、
冊

子
「後
援
会
・税
政
連
の

選
挙
運
動
の
た
め
の
サ
ブ

ノ
ー
ト
」
の
作
成
・
配
布

な
ど
を
進
め
て
い
た
。
本

事
業
年
度
に
お
い
て
は
、

７
月
４
日
に
当
該
選
挙
が

公
示
さ
れ
、
７
月
２１
日
に

投
開
票
が
行
わ
れ
、
本
連

盟
推
薦
候
補
の
う
ち
延
べ

５６
人
が
当
選
し
た
。

単
位
税
政
連
に
お
い
て

は
、
地
域
に
密
着
し
た
選

挙
支
援
活
動
を
積
極
的
に

行
う
と
と
も
に
、
本
連
盟

に
お
い
て
も
、
税
理
士
制

度
に
関
す
る
議
員
連
盟
の

幹
部
議
員
等
を
重
点
候
補

と
す
る
な
ど
、
単
位
税
政

連
等
へ
の
積
極
的
な
支
援

を
行
っ
た
。

３

　

公
正
な
税
制
の
確
立

及
び
税
務
行
政
改
善
の
た

め
の
運
動
に
つ
い
て

本
連
盟
は
、
税
制
改
正

に
つ
い
て
、
関
係
議
員
に

対
し
要
望
実
現
を
強
く
働

き
か
け
た
。
そ
の
結
果
、

寡
婦
（寡
夫
）
控
除
の
適

用
要
件
の
見
直
し
等
の
要

望
が
と
り
あ
げ
ら
れ
実
現

し
た
。

ｍ
令
和
２
年
度
税
制
改
正

に
対
し
て
、
本
連
盟
は
、

関
係
大
臣
や
与
党
幹
事
長

・政
務
調
査
会
長
等
に
、

会
長
・幹
事
長
等
が
後
援

会
会
長
と
と
も
に
面
会
の

う
え
、
日
税
連
建
議
書
・

本
連
盟
要
望
書
を
直
接
手

交
し
、
要
望
実
現
に
向
け

積
極
的
に
対
応
し
た
。

本
連
盟
は
、
日
税
連
建

議
書
を
基
に
要
望
事
項
の

検
討
を
進
め
、
本
連
盟
と

日
税
連
と
の
連
名
に
よ

る
、
日
税
連
建
議
書
と
同

一項
目
の
要
望
書
「令
和

２
年
度
・税
制
改
正
に
関

す
る
要
望
（今
後
の
税
制

改
正
に
つ
い
て
の
基
本
的

な
考
え
方
及
び
３２
の
要
望

項
目
）
」
を
作
成
し
た
ほ

か
、
日
税
連
と
の
協
議
に

よ
り
３
項
目
の
最
重
要
建

議
・
要
望
と
１４
項
目
の
重

点
要
望
を
抽
出
し
、
こ
れ

を
８
月
５
日
の
幹
事
会
で

機
関
決
定
し
た
。
９
月
２６

日
に
開
催
さ
れ
た
定
期
大

会
に
出
席
の
国
会
議
員
に

こ
れ
ら
を
手
交
の
う
え
要

望
し
、
各
党
に
要
望
書
等

を
提
出
す
る
と
と
も
に
、

後
援
会
等
を
通
じ
推
薦
国

会
議
員
等
に
配
付
し
て
、

税
制
改
正
要
望
の
実
現
に

つ
い
て
理
解
と
協
力
を
得

る
こ
と
に
努
め
た
。

１１
月

５
日
に
は
政
策
委
員
会
・

国
対
委
員
会
が
中
心
と
な

り
、
延
べ
４
３
２
人
の
国

会
議
員
に
対
し
陳
情
を
実

施
し
た
。
さ
ら
に
、
単
位

税
政
連
と
連
携
し
、
後
援

会
と
推
薦
国
会
議
員
等
と

の
接
触
を
通
じ
て
、
税
制

改
正
要
望
の
実
現
の
た

め
の
働
き
か
け
を
行
っ

た
。各

党
に
対
す
る
税
制
改

正
要
望
の
活
動
に
つ
い
て

は
、
本
連
盟
が
日
税
連
と

連
携
し
て
対
応
し
た
。
目

由
民
主
党
、
公
明
党
、
立

憲
民
主
党
及
び
国
民
民
主

党
が
そ
れ
ぞ
れ
行
っ
た
税

制
改
正
に
関
す
る
ヒ
ア
リ

ン
グ
に
、
本
連
盟
役
員
が

日
税
連
役
員
と
と
も
に
出

席
し
、
税
理
士
業
界
の
要

望
を
訴
え
理
解
を
求
め

た
。情

報
収
集
の
強
化
に
関

し
て
は
、
前
年
度
に
引
き

続
き
、
後
援
会
等
を
通
じ

て
、
迅
速
か
つ
的
確
な
情

報
を
収
集
し
た
。

な
お
、
政
府
税
制
調
査

会
（会
長
＝
中
里
実
西
村

高
等
法
務
研
究
所
理
事
）

に
つ
い
て
は
神
津
日
税
連

会
長
が
特
別
委
員
と
し
て

参
画
し
、
実
務
家
・専
門

家
と
し
て
の
税
理
士
の
視

点
か
ら
の
意
見
を
述
べ

た
。令

和
２
年
度
税
制
改
正

大
綱
等
に
と
り
あ
げ
ら
れ

た
主
な
要
望
項
目
（
一部

実
現
し
た
も
の
、
検
討
事

項
と
さ
れ
た
も
の
を
含

む
）
及
び
成
果
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

○
寡
婦
（寡
夫
）
控
除
の

適
用
要
件
の
見
直
し

０
連
結
納
税
制
度
の
見
直

し○
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ

ヨ
ン
促
進
税
制
の
創
設

○
納
税
地
の
異
動
が
あ
っ

た
場
合
の
振
替
納
税
手
続

の
簡
素
化

○
振
替
納
税
の
通
知
依
頼

及
び
ダ
イ
レ
ク
ト
納
付
の

利
用
届
出
の
電
子
化

○
電
子
帳
簿
等
保
存
制
度

の
見
直
し

ま
た
、
平
成
１２
年
か
ら

同
２６
年
ま
で
の
間
に
、
再

三
に
わ
た
り
建
議
・要
望

し
た
「法
人
の
消
費
税
に

係
る
確
定
申
告
期
限
の
延

長
」
が
実
現
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。

「所
得
税
法
等
の
一部
を

改
正
す
る
法
律
案
」
「地

方
税
法
等
の
一部
を
改
正

す
る
法
律
案
」
等
は
、
３

月
２７
日
に
参
議
院
本
会
議

に
お
い
て
可
決
成
立
し
、

４
月
１
日
施
行
さ
れ
た
。

の
令
和
３
年
度
の
税
制
改

正
に
対
し
て
、本
連
盟
は
、

日
税
連
調
査
研
究
部
に
お

け
る
本
件
の
審
議
に
幹
事

長
及
び
関
係
役
員
が
出
席

し
、
そ
の
審
議
状
況
の
把

握
に
努
め
る
な
ど
日
税
連

と
連
携
し
て
国
会
陳
情
に

向
け
た
要
望
書
作
成
の
検

討
を
進
め
た
。

◎
全
世
界
に
急
速
に
蔓
延

し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
へ
の
対
応
に
つ

い
て
、
本
連
盟
は
、
日
税

達
と
連
携
し
て
積
極
的
に

対
応
し
た
。
ま
た
、
東
日

本
大
震
災
や
平
成
２８
年
熊

本
地
震
を
は
じ
め
と
す
る

度
重
な
る
大
規
模
震
災
等

へ
の
対
応
に
つ
い
て
、
本

連
盟
は
、
災
害
対
応
税
制

に
関
す
る
要
望
等
を
行
う

日
税
連
と
連
携
し
て
、
積

極
的
に
対
応
し
た
。

４

　

国
会
議
員
等
の
後
援

会
対
策
等
に
つ
い
て

本
連
盟
は
、
推
薦
国
会

議
員
等
に
対
し
、
日
常
及

び
選
挙
時
に
お
け
る
政
治

活
動
を
支
援
す
る
組
織
と

し
て
、
昭
和
５０
年
か
ら
後

援
会
づ
く
り
を
積
極
的
に

推
進
し
て
き
た
。
本
事
業

年
度
に
お
い
て
は
９
後
援

会
が
新
た
に
設
立
さ
れ
、

３
４
０
後
援
会
（令
和
２

年
６
月
３０
日
現
在
）
と
な

っ
て
い
る
。

全
国
各
地
に
結
成
さ
れ

て
い
る
後
援
会
は
、
税
制

改
正
要
望
の
実
現
、
税
務

支
援
事
業
へ
の
理
解
の
促

進
な
ど
、
税
理
士
業
界
が

抱
え
る
問
題
の
解
決
に
向

け
て
国
会
議
員
等
に
強
く

要
望
し
て
い
る
。
ま
た
、

各
後
援
会
は
、
後
援
会
主

催
の
諸
行
事
を
実
施
し
た

ほ
か
、
国
会
議
員
等
と
の

懇
談
会
等
の
開
催
に
つ
い

て
も
、
積
極
的
に
対
応
し

た
。本

連
盟
は
、
後
援
会
活

動
・単
位
税
政
連
活
動
の

一層
の
活
性
化
に
資
す
る

た
め
、
単
位
税
政
連
が
主

催
す
る
「後
援
会
会
長
連

絡
会
議
」
に
役
員
を
派
遣

す
る
な
ど
の
支
援
を
行
っ

た
。
当
該
会
議
は
１２
単
位

税
政
連
で
延
べ
２０
回
開
催

さ
れ
た
。
ま
た
、
後
援
会

活
動
の
実
情
を
把
握
す
る

た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

を
行
っ
た
ほ
か
、
す
べ
て

の
後
援
会
が
よ
り
一層
の

組
織
強
化
と
活
動
の
活
性

化
を
図
る
た
め
、
単
位
税

政
連
に
対
し
後
援
会
の
定

期
総
会
開
催
に
係
る
助
成

金
を
措
置
し
た
。さ
ら
に
、

広
報
委
員
会
の
協
力
を
得

て
、
後
援
会
活
動
の
周
知

と
会
員
の
一層
の
理
解
に

資
す
る
た
め
に
、
機
関
紙

「日
本
税
政
連
」
に
被
後

援
者
で
あ
る
国
会
議
員
と

後
援
会
長
へ
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
記
事
「ア
ク
テ
ィ
ブ
」

を
掲
載
し
た
ほ
か
、
後
援

会
活
動
を
紹
介
す
る
記
事

を
多
数
掲
載
し
た
。

５

　

税
理
士
法
改
正
に
つ

い
て税

理
士
法
改
正
に
つ
い

て
、
日
税
連
は
、
次
な
る

税
理
士
法
の
改
正
に
向

け
、
制
度
部
が
と
り
ま
と

め
た
会
長
諮
問
へ
の
答
申

に
対
す
る
税
理
士
会
会
員

等
へ
の
意
見
募
集
が
行
わ

れ
た
ほ
か
、
正
副
会
長
会

構
成
員
に
よ
る
税
理
士
法

改
正
検
討
会
が
行
わ
れ
る

な
ど
、
検
討
を
継
続
し
て

い
る
。
本
連
盟
は
、
日
税

連
制
度
部
の
審
議
に
関
係

役
員
が
出
席
し
、
そ
の
審

議
状
況
の
把
握
に
努
め

た
。

６

　

税
理
士
制
度
に
関
す

る
議
員
連
盟
に
つ
い
て

各
政
党
に
お
い
て
は
、

有
志
議
員
に
よ
る
税
理
士

制
度
に
関
す
る
議
員
連
盟

が
設
立
さ
れ
て
い
る
。
本

連
盟
は
、
各
々
の
議
員
連

盟
の
会
合
に
会
長
、
幹
事

長
等
関
係
役
員
が
出
席
し

要
望
実
現
を
訴
え
る
と
と

も
に
、
議
員
連
盟
の
運
営

事
務
に
協
力
す
る
な
ど
積

極
的
に
対
応
し
た
。

自
由
民
主
党
税
理
士
制

度
改
革
推
進
議
員
連
盟

（会
長
＝
伊
吹
文
明
議
員
）

は
１０
月
２９
日
に
、
公
明
党

の
政
策
懇
話
会
（注
）（会

長
＝
北
側
一雄
議
員
）
は

１１
月
６
日
に
、
立
憲
民
主

党
税
理
士
制
度
推
進
議
員

連
盟
（会
長
＝
海
江
田
万

里
議
員
）は
１１
月
６
日
に
、

そ
れ
ぞ
れ
総
会
が
開
催
さ

れ
た
。
い
ず
れ
の
会
合
に

も
本
連
盟
か
ら
は
、
太
田

会
長
、
渡
遷
幹
事
長
を
は

じ
め
関
係
役
員
が
出
席

し
、
税
制
改
正
要
望
の
実

現
を
訴
え
た
。
国
民
民
主

党
と
無
所
属
議
員
に
よ
る

税
理
士
制
度
推
進
議
員
連

盟
及
び
日
本
維
新
の
会
税

理
士
制
度
推
進
議
員
連
盟

に
つ
い
て
は
、
本
連
盟
役

員
と
議
員
連
盟
役
員
と
が

面
会
す
る
な
ど
連
携
の
強

化
と
意
見
交
換
に
努
め

た
。
さ
ら
に
、
６
月
３０
日

に
自
由
民
主
党
税
理
士
制

度
改
革
推
進
議
員
連
盟
の

幹
部
に
よ
る
会
合
が
開
催

さ
れ
、
太
田
会
長
、
渡
遷

幹
事
長
を
は
じ
め
関
係
役

員
が
出
席
し
、
令
和
３
年

令
和
元
年
度
運
動
経
過
並
び
に
組
織
活
動
報
告
承
認
の
件

令
和
元
年
度
収
支
決
算
承
認
の
件
へ
監
査
報
告
〉

日
本
税
理
士
政
治
連
盟
規
約
一部
変
更
の
件

令
和
２
年
度
運
動
方
針
決
定
の
件

令
和
２
年
度
組
織
活
動
方
針
決
定
の
件

令
和
２
年
度
収
支
予
算
決
定
の
件

大
会
決
議
決
定
の
件

悌ニ種郵便物逮認可）

第
１
号
議
案

第
２
号
議
案

第
３
号
議
案

第
４
号
議
案

第
５
号
議
案

第
６
号
議
案

第
７
号
議
案

虜１号滋園

令
和
元
年
度
運
動
経
過
並
び
に

組
織
活
動
報
告
承
認
の
件



館三種郵便棚認可）

度
税
制
改
正
要
望
及
び
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
係
る
税
制
改
正
要
望

に
つ
い
て
説
明
し
、
要
望

実
現
を
訴
え
た
。

（注
）
公
明
党
政
策
懇
話

会
の
正
式
名
称
は
「日
本

税
理
士
会
連
合
会
と
の
政

策
懇
話
会
」
だ
が
、
本
議

案
で
は
政
策
懇
話
会
と
表

記
し
た
。

令和２年（２０２０年）９月１日 （火曜日）

７

　

中
小
企
業
対
策
に
つ

い
て中

小
企
業
支
援
施
策
に

関
し
て
は
、
日
税
連
が
、

政
府
の
中
小
企
業
振
興
政

策
に
協
力
し
、
制
度
改
革

等
が
議
論
さ
れ
る
際
に
は

専
門
家
・実
務
家
の
団
体

と
し
て
中
小
企
業
の
視
点

か
ら
の
提
言
を
行
っ
て
い

る
。
税
理
士
は
、
中
小
企

業
経
営
力
強
化
支
援
法
に

規
定
さ
れ
る
経
済
産
業
大

臣
の
認
定
に
よ
り
中
小
企

業
の
支
援
を
行
う
経
営
革

新
等
支
援
機
関
に
つ
い

て
、
令
和
２
年
２
月
２８
日

現
在
の
認
定
機
関
３
万
５

２
６
４
の
う
ち
２
万
７
６

４
１

（７８
・
４
％
）
を
占

め
、
ま
た
、
小
規
模
企
業

振
興
基
本
法
に
基
づ
く
小

規
模
企
業
へ
の
支
援
の
担

い
手
と
し
て
も
期
待
さ
れ

て
い
る
。

本
連
盟
は
、
関
係
役
員

が
日
税
連
の
中
小
企
業
対

策
部
会
に
出
席
し
、
情
報

の
収
集
に
努
め
た
ほ
か
、

日
税
連
と
連
携
の
う
え
、

中
小
企
業
支
援
施
策
が
税

理
士
制
度
の
理
解
の
う
え

措
置
さ
れ
、
税
理
士
の
業

務
対
策
に
資
す
る
よ
う
、

積
極
的
に
対
応
し
た
。

８

　

税
理
士
の
公
益
活
動

の
推
進
施
策
に
つ
い
て

本
連
盟
が
日
税
連
と
連

携
し
て
要
望
し
た
政
策
担

当
秘
書
制
度
に
つ
い
て

は
、
税
理
士
の
専
門
家
と

し
て
の
能
力
を
評
価
し
改

正
さ
れ
、
新
し
い
制
度
で

の
、
国
会
議
員
の
政
策
担

当
秘
書
資
格
試
験
が
実
施

さ
れ
採
用
が
行
わ
れ
た
。

ま
た
、
本
連
盟
は
、
地

方
公
共
団
体
の
外
部
監
査

制
度
や
登
録
政
治
資
金
監

査
人
制
度
、
租
税
教
育
、

成
年
後
見
支
援
等
、
公
益

活
動
の
推
進
に
つ
い
て
、

日
税
連
及
び
単
位
税
政
連

と
連
携
の
う
え
、
税
理
士

の
専
門
家
と
し
て
の
能
力

活
用
を
関
係
各
方
面
に
働

き
か
け
た
。

地
方
公
共
団
体
の
外
部

監
査
制
度
に
お
け
る
税
理

士
選
任
の
推
進
に
つ
い

て
、
包
括
外
部
監
査
を
行

う
地
方
公
共
団
体
に
お
い

て
多
く
の
税
理
士
が
外
部

監
査
人
に
選
任
さ
れ
た
。

令
和
元
年
度
は
外
部
監
査

人
に
つ
い
て
は
６
人
の
税

理
士
が
、
監
査
人
補
助
者

に
つ
い
て
は
２９
人
の
税
理

士
が
そ
れ
ぞ
れ
就
任
し
て

い
る
。
ま
た
、
監
査
委
員

に
つ
い
て
は
、
２
９
９
人

の
税
理
士
が
地
方
公
共
団

体
の
監
査
委
員
に
就
任
し

た
。
本
連
盟
は
、
日
税
連

と
連
携
し
て
税
理
士
の
能

力
活
用
を
訴
え
る
等
積
極

的
に
対
応
し
た
。

登
録
政
治
資
金
監
査
人

制
度
に
つ
い
て
、
本
連
盟

は
、
税
理
士
が
積
極
的
に

登
録
政
治
資
金
監
査
人
と

瞳麹壷麟議議滋令和元年度収支決算承認の制

　　

限計算書
綱 戒 ７月１日

　

至

　

綱 ２年６月３０日
（ー単位：Ｆョ）【収入の部】
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ｎ
Ｖ
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Ｖ
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Ｑ
Ｕ

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

　

金

　

金

　

料

　

入

　

計

　　　
　

　

前

　

分

　

広

　

雑

　

合

し
て
登
録
し
、
当
該
監
査

に
従
事
す
る
よ
う
、
日
税

連
及
び
単
位
税
政
連
と
連

携
し
、
制
度
の
周
知
を
行

う
等
必
要
な
施
策
を
講
じ

た
。
令
和
２
年
３
月
６
日

現
在
、
登
録
政
治
資
金
監

査
人
５
０
２
５
人
中
、
税

理
士
の
登
録
は
３
７
８
３

人
で
あ
り
７５
０
３
％
を
占

め
る
。
ま
た
、
単
位
税
政

連
に
お
い
て
は
、
税
理
士

の
適
切
な
業
務
の
遂
行
に

資
す
る
よ
う
各
党
と
の
意

見
交
換
、
情
報
交
換
を
行

っ
た
。

国
税
不
服
申
立
制
度
に

つ
い
て
、
本
連
盟
は
、
日

税
連
、
単
位
税
理
士
会
及

び
単
位
税
政
連
と
連
携
し

て
、
国
税
審
判
官
へ
の
税

理
士
の
登
用
を
推
進
し

た
。
ま
た
、
行
政
不
服
審

査
法
に
よ
り
地
方
公
共
団

体
に
設
置
等
が
義
務
付
け

ら
れ
た
審
理
員
及
び
第
三

者
機
関
委
員
と
し
て
税
理

士
が
活
用
さ
れ
る
よ
う
、（１章位：円）【支出の部】

科

　　　

目 予算額 （Ａ） 纏額（Ｂ） 差異（Ａ－Ｂ） 摘

　　

要

事

　　　

業

　　　

費 ３７，５００，０００ １７，５３４，９４７ １９，９６５，０５３
国会対策、選挙対策、助成金、その他事業
活動に伴う費用

広

　

報

　

活

　

動

　

費 ５５，５００，０００ ５４，５７８，４５７ ９２１，５４３ 機関紙発キー費用他

大

　　　

会

　　　

費 １３，５００，０００ １２，６９９，００２ ８００，９９８ 会場園、 議案書印屈＝墓園他

会

　　　

議

　　　

費 ２４，０００，０００ １７，１１３，６５３ ６，８８６，３４７‘受員会…、 委員会の旅費他

旅

　

費

　

交

　

通

　

費 ３，５００，０００ １，６７０，１８３ １，８２９，８１７ 単位税政連、日税連、関連団体等会議出席に係る旅費他

印

　　　

罵り

　　　

費 １，０００，０００ ６８５，２１６ ３１４，７８４ 名凍り、 卦酢笥他

通

　　　

信

　　　

費 １，０００，０００ ４７０一５３１ ５２９，４６９ 郵便、料金≧、－霞橋齢料金等

渉

　　　

外

　　　

園 １，５００，０００ ５５０，０００ ０００９５０ 他金祝のへ等体団関

鞭
単

人

　　　

件

　　　

費 ９，０００，０００ ８，４００，０００ ０００６００

事

　

務

　

所

　

費 ３，０００，０００ ２，５８７，４９０ ｎ
ｖ

Ｔ１
に
リ

リ
ム

１ー
Ａ
Ｉ 細鱈

備 品。・デ肖耗 品口賓 ５００，０００ ３６２，２６６ Ａ
Ｉ

ヮ
ｉ

ワ
十

Ｑ
Ｕ

１１

唖
コ

雑

　　　　　　　

費 ５００，０００ ３２１，５０５ ４９５７８

綴鰯税理士法改正
積立金繰入支出 １，０００，０００ １，０００，０００

　

＝^Ｖ

予

　　　

備

　　　

費 ６２，５１７，８６３ ｎ
ｖ ８６３ワ

十
に
ＩＵ鑓

　　

‐

次

　

期

　

繰

　

越

　

金 ９７，０４０，２１９ Ｑ
Ｕ

ｎ乙０４０９７＾
］

合

　　　　　　　　

冒計 ２１４，０１７，８６３ ２１５，０１３，４６９ Ａ
Ｖ

ｎｏに
リ

（ｕＵ
Ｑ
Ｕ

▲△

当期収入合計
当期支出合計
当期収支差額

地
方
公
共
団
体
等
に
対
し

て
要
望
し
た
。

租
税
教
育
に
関
し
て
、

日
税
連
は
、
租
税
教
育
に

お
け
る
税
理
士
の
活
用
と

国
の
基
本
と
な
る
税
に
対

す
る
理
解
を
深
め
る
教
育

の
重
要
性
を
訴
え
て
お

り
、
本
連
盟
は
、
日
税
連

と
連
携
し
て
あ
ら
ゆ
る
機

会
を
通
じ
て
税
理
士
の
能

力
活
用
と
租
税
教
育
の
重

要
性
を
訴
え
る
等
積
極
的

に
対
応
し
た
。

１１
月
２８
日

に
は
、
本
連
盟
の
副
会
長

と
幹
事
長
が
、
日
税
連
会

長
等
と
と
も
に
萩
生
田
光

一文
部
科
学
大
臣
に
面
会

の
う
え
日
税
連
の
租
税
教

育
事
業
に
つ
い
て
報
告

し
、
理
解
を
求
め
た
。

成
年
後
見
支
援
に
つ
い

て
、
政
府
が
進
め
る
成
年

後
見
制
度
利
用
促
進
基
本

計
画
に
関
し
て
、
日
税
連

が
、
特
に
財
産
管
理
に
つ

い
て
税
理
士
の
専
門
家
と

し
て
の
能
力
を
よ
り
一層

活
用
す
べ
き
と
し
て
関
係

府
省
庁
に
理
解
を
求
め
て

お
り
、
本
連
盟
は
、
日
税

連
と
連
携
し
て
税
理
士
の

能
力
活
用
を
訴
え
る
等
積

極
的
に
対
応
し
た
。

９

　

税
理
士
会
の
行
う
税

務
支
援
等
に
つ
い
て

本
連
盟
は
、
後
援
会
の

組
織
を
通
じ
て
国
会
議
員

等
に
対
し
て
、
①
確
定
申

告
期
を
は
じ
め
と
す
る
無

料
税
務
相
談
、
②
税
務
相

談
所
に
お
け
る
税
務
支

援
、
③
各
地
の
商
工
会
議

所
、
商
工
会
、
青
色
申
告

会
・
法
人
会
（納
税
協

会
）
、
農
・漁
協
の
団
体

等
に
税
理
士
を
派
遣
し
て

行
う
税
務
相
談
、
税
務
指

導
（記
帳
・決
算
指
導
を

含
む
）
等
の
小
規
模
納
税

者
支
援
事
業
を
税
理
士
会

が
実
施
し
て
い
る
こ
と
へ

の
理
解
と
協
力
を
要
請
し

た
。特

に
、
税
理
士
会
が
確

１３４，１４８，８０６円
１１７，９７３，２５０円　　

　

測
２５
５５

〇^
Ｕ
Ｑ
Ｕ
に
リ

　　

　

　
　
　
　

　
　
　　
　　

塾
”
１６

１
ｉ
１
ｉ

定
申
告
期
に
行
っ
て
い
る

税
務
支
援
に
つ
い
て
理
解

を
得
る
た
め
、
各
単
位
税

政
連
に
対
し
て
推
薦
国
会

議
員
等
に
そ
の
実
態
の
視

察
を
依
頼
し
、
状
況
等
を

説
明
す
る
よ
う
要
請
し

た
。
今
年
度
は
確
定
申
告

期
間
中
１
２
２
人
の
国
会

議
員
等
が
延
べ
１
８
６
の

相
談
会
場
を
視
察
し
た
。

単
位
税
政
連
に
お
い
て

は
、
当
該
視
察
を
行
っ
た

国
会
議
員
等
に
対
し
、
税

理
士
の
社
会
公
共
性
に
つ

い
て
理
解
を
求
め
た
。
そ

の
際
、
商
工
会
議
所
、
商

工
会
等
が
国
家
予
算
等
を

使
用
し
て
低
廉
な
費
用
で

大
量
に
行
う
小
規
模
事
業

者
指
導
に
つ
い
て
は
、
記

帳
指
導
の
目
的
を
逸
脱
し

て
、
税
理
士
の
業
務
を
侵

害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う

働
き
か
け
を
要
請
し
た
。

１０

規
制
改
革
、
社
会
保

障
ｏ税
番
号
制
度
等
へ
の

対
応
に
つ
い
て

規
制
改
革
等
に
関
し

て
、
政
府
が
、
内
閣
府
に

設
置
さ
れ
た
規
制
改
革
推

進
会
議
を
中
心
に
、
所
得

税
に
係
る
年
末
調
整
手
続

の
電
子
化
の
推
進
や
働
き

方
改
革
等
の
多
岐
に
わ
た

る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
規
制

改
革
を
進
め
て
い
る
。
ま

た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

（社
会
保
障
ｏ税
番
号
制

度
）
に
つ
い
て
は
、
社
会

保
障
・税
の
分
野
で
運
用

さ
れ
て
い
る
。

日
税
連
は
、
社
会
保
障

・
税
番
号
制
度
に
つ
い

て
、
税
理
士
事
務
所
等
に

お
い
て
特
定
個
人
情
報
等

が
適
切
に
取
り
扱
わ
れ
、

同
制
度
が
円
滑
に
運
用
さ

れ
る
よ
う
各
種
施
策
を
実

施
し
た
。
本
連
盟
は
、
日

税
連
が
建
議
し
て
い
る
個

人
事
業
者
番
号
の
導
入
に

つ
い
て
、
継
続
し
て
要
望

す
る
な
ど
、
日
税
連
と
連

携
し
て
積
極
的
に
対
応
し

た
。

１１

　

組
織
、
財
政
の
覚
直

し
及
び
広
報
活
動
に
つ
い

て
本
連
盟
は
、経
済
社
会
、

政
治
構
造
の
変
革
に
対
応

す
べ
く
、
よ
り
一層
の
組

織
活
性
化
及
び
財
政
健
全

化
に
つ
い
て
継
続
し
て
検

討
を
行
っ
て
き
た
。
本
事

業
年
度
に
お
い
て
は
、
次

の
と
お
り
組
織
活
性
化
等

の
た
め
の
事
業
を
行
っ

た
。

・

の

　

組
織
活
性
化
に
つ
い

て
は
、
例
年
行
っ
て
い
る

単
位
税
政
連
の
組
織
率
と

会
費
収
納
率
の
状
況
を
実

日
本
税
理
士
政
治
連
盟

規
約
の
一部
を
次
の
よ
う

に
変
更
す
る
。

第
２２
条
第
１
項
中
、

「最

高
機
関
と
し
、
」
の
後
に

「役
員
及
び
」を
加
え
る
。

第
２２
条
第
２
項
に
、「た

だ
し
、
代
議
員
は
、
役
員

と
の
兼
務
は
で
き
な
い
も

の
と
す
る
。
」を
加
え
る
。

附

　

則

１

　

こ
の
改
正
規
定
は
、

令
和
２
年
９
月
２４
日
か
ら

態
に
即
し
た
形
で
調
査
し

内
容
を
分
析
し
た
。ま
た
、

よ
り
一層
の
組
織
強
化
の

た
め
単
位
税
政
連
に
お
け

る
会
費
収
納
方
法
の
あ
り

方
等
に
つ
い
て
、
意
見
交

換
と
情
報
交
換
を
行
っ

た
。

の

　

財
政
健
全
化
に
つ
い

て
は
、
単
位
税
政
連
の
負

担
増
を
求
め
る
こ
と
な
く

本
連
盟
の
支
出
の
合
理
化

に
よ
る
よ
り
一層
の
財
政

健
全
化
を
図
っ
た
。

◎

　

広
報
活
動
に
つ
い
て

は
、
機
関
紙
「日
本
税
政

連
」
を
第
５
４
７
号
か
ら

第
５
５
４
号
ま
で
発
行
し

た
ほ
か
、
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ

ン
「日
本
税
政
連
ニ
ュ
ー

ス
」
を
第
２
８
８
号
か
ら

第
３
７
３
号
ま
で
配
信
し

た
。
さ
ら
に
、
ホ
ー
ム
ぺ

ー
ジ
に
つ
い
て
は
、

９８
回

情
報
を
更
新
し
、
年
間
の

ア
ク
セ
ス
件
数
は
３１
万
２

３
２
５
件
と
な
っ
た
。

日
本
税
理
士
政
治
連
盟
規
約
一部
変
更
案

施
行
す
る
。

【理
由
一

大
会
構
成
員
に
係
る
規

定
を
変
更
し
、
よ
り
多
く

の
役
員
が
大
会
運
営
に
携

わ
る
と
と
も
に
よ
り
多
く

の
税
政
連
会
員
が
大
会
に

参
加
し
、
一層
民
主
的
か

つ
活
性
化
し
た
大
会
運
営

と
す
る
た
め
。

”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

”

醐次
ペ
ー
ジ
へ
続
く
一

”：：・：：：・：：；．：’：：・：：．：：：：．・．：，．・”

日
本
税
理
士
政
治
連
盟

規
約
一部
変
更
の
件



一前
ペ
ー
ジ
か
ら
続
く
一

運
動
方
針

令和２年（２０２０年）９月１日 （火曜日） 僕：種郵便物逮獅）

令
和
２
年
、
世
界
は
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
と
い
う
最
悪
の
危
機
に

直
面
し
、
政
治
と
経
済
は

大
き
な
決
断
と
対
応
を
迫

ら
れ
て
い
る
．。
わ
が
国
の

政
治
・
経
済
に
お
い
て

も
、
過
去
最
大
の
経
済
政

策
が
措
置
さ
れ
る
と
と
も

に
過
去
に
例
の
な
い
税
務

執
行
上
の
措
置
が
講
じ
ら

れ
た
。
本
年
度
に
お
い
て

も
税
制
は
国
政
の
最
重
要

事
案
の
一
つ
で
あ
り
、
税

政
運
に
お
い
て
は
引
き
続

き
そ
の
真
価
が
問
わ
れ
る

年
と
な
る
。

本
連
盟
は
、
全
国
３
４

０
（６
月
３０
日
現
在
）
に

上
る
税
理
士
に
よ
る
国
会

議
員
等
後
援
会
活
動
を
活

性
化
し
、
そ
の
力
を
最
大

限
に
発
揮
す
る
た
め
、
単

位
税
政
連
と
連
携
し
て
地

域
に
密
着
し
た
政
治
活
動

を
推
進
す
る
べ
く
、
具
体

的
課
題
に
積
極
的
に
対
応

す
る
。

本
年
度
に
施
行
さ
れ
る

各
選
挙
へ
の
対
策
に
つ
い

て
は
、
単
位
税
政
連
、
後

援
会
と
連
携
し
て
強
力
な

運
動
を
行
う
。

税
制
改
正
へ
の
対
応
に

つ
い
て
は
、
日
税
連
の
建

議
実
現
に
向
け
情
報
収
集

の
さ
ら
な
る
強
化
に
努
め

る
と
と
も
に
、
納
税
者
の

立
場
か
ら
の
幅
広
い
議
論

が
よ
り
一層
推
進
さ
れ
る

よ
う
、
ま
た
、
中
小
企
業

に
過
重
な
負
担
を
も
た
ら

す
改
正
が
行
わ
れ
る
こ
と

の
な
い
よ
う
検
討
と
対
策

を
積
極
的
に
推
進
す
る
。

税
理
士
法
改
正
に
つ
い

て
は
、
日
税
連
が
次
な
る

税
理
士
法
改
正
に
向
け
た

検
討
を
進
め
て
お
り
、
制

度
発
展
に
向
け
て
強
力
な

運
動
を
行
う
。

税
務
行
政
改
善
へ
の
対

応
に
つ
い
て
は
、
納
税
環

境
整
備
に
係
る
議
論
に
対

応
し
、
納
税
者
の
権
利
利

益
の
保
護
に
資
す
る
よ
う

検
討
と
対
策
を
積
極
的
に

推
進
す
る
。

中
小
企
業
対
策
に
つ
い

て
は
、
日
本
経
済
を
支
え

る
中
小
企
業
の
活
性
化
に

資
す
る
政
策
が
実
現
す
る

よ
う
、
日
税
連
の
基
本
方

針
に
添
い
各
党
の
関
係
議

員
、
関
係
機
関
に
働
き
か

け
る
な
ど
、
本
連
盟
は
、

情
報
の
収
集
に
努
め
、
そ

の
動
向
に
迅
速
的
確
に
対

応
す
る
。

税
理
士
制
度
に
大
き
な

影
響
を
与
え
る
制
度
改
革

や
他
士
業
資
格
制
度
の
見

直
し
等
の
動
向
に
つ
い

て
、
本
連
盟
は
、
情
報
の

収
集
に
努
め
、
迅
速
的
確

に
対
応
す
る
。

地
方
公
共
団
体
に
お
け

る
監
査
委
員
制
度
・外
部

令
和
２
年
度
運
動
方
針

自

　

令
和
２
年
７
月
１
日

　

至

　

令
和
３
年
６
月
３０
日

監
査
制
度
、
登
録
政
治
資

金
監
査
人
制
度
、
行
政
不

服
審
査
法
の
審
理
員
・第

三
者
機
関
委
員
制
度
へ
の

税
理
士
の
登
用
、
租
税
教

育
等
の
税
理
士
会
の
公
益

活
動
の
推
進
に
つ
い
て

は
、
日
税
連
・単
位
税
政

連
と
連
携
の
う
え
、
あ
ら

ゆ
る
機
会
を
捉
え
迅
速
か

つ
積
極
的
に
対
応
す
る
。

　

政
府
の
災
害
関
連
税
制

等
に
つ
い
て
は
、
税
理
士

の
職
能
を
活
か
し
た
実
務

に
即
し
た
提
言
を
行
い
、

速
や
か
な
災
害
か
ら
の
復

旧
・復
興
に
貢
献
す
る
た

め
日
税
連
と
連
携
し
て
積

極
的
に
対
応
す
る
。

　

社
会
保
障
・税
番
号
制

度
、
電
子
申
告
に
つ
い
て

は
、
公
共
的
使
命
を
持
つ

税
務
の
専
門
家
と
し
て
、

納
税
者
の
権
利
保
護
に
配

慮
し
つ
つ
、
事
務
負
担
が

必
要
最
小
限
と
な
る
よ

う
、
政
府
及
び
国
会
に
対

し
積
極
的
に
対
応
す
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
税
理
士
の

社
会
的
地
位
の
向
上
を
目

指
し
、
日
税
連
・単
位
税

政
連
と
連
携
、団
結
し
て
、

わ
れ
わ
れ
が
推
薦
す
る
国

会
議
員
等
の
後
援
会
活
動

を
全
国
的
に
推
進
し
て
、

政
治
力
と
挙
会
体
制
を
一

層
強
化
し
、
国
民
の
理
解

を
得
な
が
ら
、
本
連
盟
規

約
第
４
条
に
掲
げ
る
次
の

目
標
達
成
の
た
め
の
運
動

を
強
力
に
展
開
す
る
。

１

進
展
す
る
社
会
の
要

請
に
応
え
得
る
税
理
士
制

度
の
確
立

２

　

公
正
で
合
理
的
な
租

税
制
度
の
確
立

３

　

税
理
士
の
社
会
的
地

位
の
向
上
と
権
益
の
確

保
、
拡
充

．一

　

重
点
運
動

　

▲

上
記
方
針
に
基
づ
き
、

本
連
盟
の
目
的
を
達
成
す

る
た
め
、
納
税
者
の
た
め

の
真
の
代
表
を
国
会
に
送

る
と
と
も
に
、
推
薦
国
会

議
員
等
の
後
援
会
を
は
じ

め
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通

じ
政
治
活
動
を
行
う
こ
と

と
し
、
さ
ら
な
る
税
理
士

制
度
発
展
の
た
め
に
次
の

重
点
運
動
を
強
力
に
推
進

す
る
。

１

令
和
３
年
度
税
制
改

正
に
対
し
、
納
税
者
の
立

場
か
ら
の
幅
広
い
議
論
が

行
わ
れ
る
よ
う
、
ま
た
、

中
小
企
業
に
過
重
な
負
担

を
も
た
ら
す
改
正
が
行
わ

れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、

強
力
な
運
動
を
行
う
。

２

　

納
税
環
境
整
備
に
係

る
議
論
に
対
応
し
、
公
正

な
税
制
の
確
立
及
び
税
務

行
政
改
善
の
た
め
の
強
力

な
運
動
を
行
う
。

３

　

中
小
企
業
の
活
性
化

に
資
す
る
政
策
が
実
現
す

る
た
め
の
強
力
な
運
動
を

行
う
。

４

　

税
理
士
法
改
正
に
向

け
て
、
強
力
な
運
動
を
行

，つ
０

５

　

資
格
制
度
に
係
る
改

革
の
動
向
を
注
視
し
、
税

理
士
業
務
の
無
償
独
占
及

び
税
理
士
会
へ
の
強
制
入

会
制
の
堅
持
の
た
め
の
強

力
な
運
動
を
行
う
。

６

　

地
方
公
共
団
体
の
監

査
委
員
制
度
・外
部
監
査

制
度
、
登
録
政
治
資
金
監

査
人
制
度
、
行
政
不
服
審

査
法
の
審
理
員
・第
三
者

機
関
委
員
制
度
へ
の
税
理

士
の
登
用
、
租
税
教
育
等

の
公
益
活
動
の
推
進
に
係

る
強
力
な
運
動
を
行
う
。

７

　

政
府
の
災
害
関
連
税

制
等
に
対
し
て
税
理
士
の

職
能
を
活
か
し
た
実
務
に

即
し
た
提
言
を
行
う
等
、

強
力
な
運
動
を
行
う
。

令
和
２
年
度
運
動
方
針

の
目
標
を
達
成
す
る
た

め
、
次
の
運
動
を
展
開
す

る
。

政
策
委
員
会

【凧の部１

１第６号議案－１令和２年度収支予算決定の件１

　　　　　　　　　

収支予算書

　　

目

　

令和２年７月１日

　

至

　

令和３年６月３０日
（１羊位：１１ョ）

お斗

　　　

目 予算額 前年度予算額 摘

　　

要

前年度繰越金 ９７，０４０，２１９ ８０，８６４，６６３

分

　

－

　

担

　　　

金 ９４，１１１，２００ ２００５３リム鰯 鋤織燭焔鯛広

　　　

告

　　　

料 ３９，５００，０００ ０００５００粕 廻附駅蹴△媒第闘
全

雑

　　　

収

　　　

入 ４００，０００ ０００４００

鋤鰍合

　　　　　　　

計

　　

２３１，０５１，４１９ ８６３ヮ
十＝^ｖ凶リ

ム

【支出の部】

１

本
年
度
運
動
方
針
に

基
づ
き
、
本
連
盟
の
具
体

科

　　　

目 予算額 前年度予算額 摘

　　

要

事

　　

業

　　

費 ４３，０００，０００ ３７，５００，０００
国会対策、選挙対策、助成金、その他事業活動
に伴う費用

広

　

報

　

活

　

動

　

費 ５７，５７１，０００ ５５，５００，０００ 機関紙発行費用他

大

　　　

会

　　　

賞 ５，０００，０００ １３，５００，０００ ＝÷場襟記、 議案書印ー届曙獣他

会

　　

議

　　

費 ２４，０００，０００ ２４，０００，０００ 役員会、委員会の旅費他

旅

　

費

　

交

　

通

　

費 ３，５００，０００ ３，５００，０００ 単位税政連、日税連、関連団体等会議出席に係る旅費他

印

　　　

刷

　　　

費 １，０００，０００ １，０００，０００ 名刺、封筒他

通

　　　

信

　　　

費 １，０００，０００ ｎ
Ｕ

ｎＵ＝^Ｕ＝^ＵＬ

隔離総鞭
渉

　　

外

　　

費 １，５００，０００ ０００５００Ｌ
”‐

他金祝のへ等体団関、位単
人

　　　

件

　　　

費 ９，０００，０００ ＝^ＵＵ^（＝＝Ｕ
（＝Ｕ

ｎ
Ｕ

Ｑ
Ｕ

事

　

務

　

所

　

費 ３，０００，０００ ＝^ＵＵ^ｎ
Ｕ

ｎ
Ｕ

（＝Ｕ
Ｑ
Ｕ 網備品。・、消耗品。費 ５００，０００ ０００５００

噌
コ

雑

　　　　　　　

費 ５００，０００ ０００５００

鰯鰯税理士法改正
積立金繰入支出 １，０００，０００ ＝^ｖ＝^＝Ｖ＝^Ｕ＝^ＶＬ

予

　　　

備

　　　

費 ８０，４８０，４１９ ８６３ヮ
十

に
Ｕ鑓

合

　　　　　　　

計 ２３１，０５１，４１９ Ｑ
Ｕ

Ｒ
Ｕ

ヮ
十

．↓（＝Ｖ
ハ
．

１１リム

的
政
策
を
策
定
す
る
。

２

　

本
連
盟
の
長
期
的
政

策
を
検
討
す
る
。

３

　

日
本
税
理
士
会
連
合

会
及
び
単
位
税
理
士
政
治

連
盟
と
の
協
議
、
連
絡
調

整
を
図
る
。

４

　

税
理
士
の
業
務
及
び

職
域
に
係
る
情
報
の
収
集

に
努
め
る
。

５

　

税
理
士
の
社
会
的
活

用
策
、
税
理
士
の
業
務
を

確
保
・拡
充
す
る
た
め
の

諸
施
策
を
進
め
る
。

６

　

税
理
士
の
業
務
及
び

職
域
に
対
す
る
各
種
侵
害

行
為
を
防
止
す
る
た
め
の

諸
施
策
を
進
め
る
。

一一

　

財
務
委
員
会

本
連
盟
の
財
政
の
強
化

と
健
全
な
運
営
を
図
る
。

三

　

組
織
委
員
会

１

日
本
税
理
士
会
連
合

会
の
要
望
実
現
の
た
め
、

本
連
盟
の
組
織
活
動
の
な

お
一層
の
統
一強
化
を
図

る
。

２

　

本
連
盟
組
織
の
改
革

に
向
け
て
の
諸
施
策
を
検

討
す
る
。

３

　

単
位
税
理
士
政
治
連

盟
と
の
連
絡
調
整
及
び
連

携
強
化
を
図
る
。

４

　

単
位
税
理
士
政
治
達

盟
の
地
域
に
密
着
し
た
諸

活
動
を
支
援
す
る
た
め
、

他
の
委
員
会
と
連
携
し
諸

施
策
を
進
め
る
。

四

　

国
対
委
員
会

１

国
会
活
動
対
策
を
企

画
立
案
す
る
と
と
も
に
、

陳
情
等
の
具
体
的
運
動
を

実
施
す
る
。

２

　

国
政
選
挙
に
お
け
る

選
挙
対
策
を
企
画
立
案

し
、
具
体
策
を
講
ず
る
。
．

３

　

本
連
盟
の
事
業
遂
行

に
必
要
な
情
報
を
収
集

し
、
各
党
政
調
会
等
と
の

連
絡
強
化
を
図
る
。

４

　

国
会
議
員
の
活
動
を

積
極
的
に
支
援
す
る
と
と

も
に
懇
談
会
等
を
実
施
す

る
。

５

　

政
治
資
金
規
正
法
の

理
解
と
、
適
正
な
政
治
資

金
監
査
の
普
及
に
努
め

る
。

６

　

公
職
選
挙
法
の
理
解

と
、
選
挙
に
対
す
る
正
し

い
認
識
の
研
修
と
普
及
に

努
め
る
。

五

　

広
報
委
員
会

薬
７
号
議
案
二
大
会
決
議
決
定
の
件
一

１

本
連
盟
の
機
関
紙
を

発
行
す
る
。

２

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
及
び

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
を
通
じ

て
、
積
極
的
な
情
報
を
発

信
す
る
。

３

　

税
理
士
業
界
を
取
り

巻
く
各
種
情
報
の
収
集
に

努
め
、
情
報
の
提
供
を
行

，つ
０

六

後
援
会
対
策
委
員
会

単
位
税
理
士
政
治
連
盟

に
お
け
る
国
会
議
員
等
後

援
会
の
組
織
の
強
化
と
活

動
の
活
性
化
を
支
援
す

る
。

大
会
決
議

　

Ｉ

わ
れ
わ
れ
は
、
税
理
士

制
度
の
発
展
と
、
納
税
者

の
た
め
の
真
の
代
表
を
国

会
に
送
る
た
め
強
力
な
運

動
を
展
開
す
る
。

大
会
決
議

　

２

わ
れ
わ
れ
は
、
納
税
者

に
信
頼
さ
れ
る
税
理
士
制

度
の
確
立
を
目
指
し
て
強

力
な
運
動
を
展
開
す
る
。

大
会
決
議

　

３

わ
れ
わ
れ
は
、．公
正
な

税
制
の
確
立
及
び
税
務
行

政
改
善
の
た
め
の
強
力
な

運
動
を
展
開
す
る
。

大
会
決
議

　

４

わ
れ
わ
れ
は
、
税
制
改

正
に
際
し
、
中
小
企
業
に

過
重
な
負
担
を
も
た
ら
す

こ
と
の
な
い
よ
う
強
力
な

運
動
を
展
開
す
る
。

大
会
決
議

　

５

わ
れ
わ
れ
は
、
資
格
制

度
に
係
る
改
革
の
動
向
を

注
視
し
、
税
理
士
業
務
の

無
償
独
占
及
び
税
理
士
会

へ
の
強
制
入
会
制
の
堅
持

の
た
め
の
強
力
な
運
動
を

展
開
す
る
。

大
会
決
議

　

６

わ
れ
わ
れ
は
、
税
理
士

の
業
務
及
び
職
域
に
重
大

な
影
響
を
及
ぼ
す
動
向
に

対
し
て
強
力
な
運
動
を
展

開
す
る
。

大
会
決
議

　

７

わ
れ
わ
れ
は
、
税
理
士

の
使
命
に
則
り
、
税
理
士

の
公
益
的
業
務
へ
の
更
な

る
参
加
が
で
き
る
よ
う
強

力
な
運
動
を
展
開
す
る
。

令
和
２
年
度
組
織
活
動
方
針

決
定
の
件



　　　

つ

　

一

　

耐
顧

　

　
　

　

　
　

　　

　

　

　

　

　　　　

　　
　

　

　
　　

　　　　　　　　　　　

　

　　

　　

日

　

本

　

税

　

政

　

連 第５５６号（Ｔ

　

Ｉ）

　　

令和２年（２０２０年）９月１日 （火曜日） 億：種郵便物藩胴）

　　

－

　

・

　

？
腹

　

禁
制

　　

せ

鴬

　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐

　　　　

事 業承継にお悩 みの関 与先 はいらっＬやいませんか？

　

顧客

の
ご相談時から、円滑な事業承継の実現に向けて顧問税理士と三井住友信託銀行が手を携えて進めて参ります。

基本協定
全国税理士共栄会

②Ｍ＆Ａ案件情報等

税理士

④一次面談

①事業承継相談

関与先企業経営者

③Ｍ＆Ａ案件情報

事業承継◎
廃業等

廃業等で不動産
売却となるケース

⑤面談◎ニーズヒアリング

⑥マッチング

※案件長期のケース等は
Ｍ＆Ａ仲介業者と連携

⑦Ｍ＆Ａ成約

園



令和２年（２０２０年）９月１日 （火曜日） ぼＥ種郵便物認可）

　　　　　

第５５６号

　

（１２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

期 間 ／２０２０年今月 ～１１月

第３壕全国統一キャンペーン圏園圏記

　　　

税理士業界と関与先の発展のために、Ｖ醇と年金の拡販にご協力《だきいず

関与先をご紹介くださいｏ

　　　　　

．．
霊園 離 職

　　

‐全税共のＶ博大型総合保障制度◎金税共年金は、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

　

　　　

本共栄会は各地の税理ヱ協同組合と協力じて、Ｖ１ｐの拡販を目的とした『関与先紹介カード”こよる関与

　　

”照に鋪細棚

　

禰

　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　

　　

先紹介連動を進めています。紹介カードの詳細ま所属の税理士協同組割こ，白鷺ぁ 副、合わせください。

　

鯛
．
…

　　

…

　　

１誓

　

◎経営者保険総合プラン

　　　　

‐
範繍．

　　　　

雲！嚇 せ蕩逆進系畢奪禎型こ設定できるため・無理な

　　

◎経営者スーパープラン

　　　　

謡 麟誓

　　　　　

警醒は鞘 蓬 罰蓬 箱自警議定できる月払い“加え、

　　　

＜募集保険会社＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　

一 括 払 いもあります。

　　

瀞 鱈曹零晃認 豊麗護醒憲 認畜鮒

　

券

　　　

▲

　　

月払と－括払を組み合わせることで、より計画的な資産形

　

圭

　　　　

◎住．友生命◎ＳＯＭＰＯひまわり生命◎アフラック
－

　　

－亀沌

　　　　　　　　　　　　　

成をすることが可能です。余裕資金の運用方法のひとつと

　　

き

　　　　

◎アクサ生命◎畠三上命◎三井住友海上ぁも・おい生命

　　　　　　　　　　　　　　　

してご検討ください。（一括払は月払に比べ、積立金（脱退

　　　　

◎オリックス生命◎ＦＷＤ富十生命

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一時金額）が掛金累計額を早く上回ります。）

　　　

◎団体所得補償保険（無事故戻し２０％）唖増鯵蓬蓋璽難聴ヒ淵嘘副◎麗麗

　　　　　

◎年金の受取方法は３種類

　　　　

引受保険△社／損保ジャパン、 東京ぎ毎上日動火災

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

給 付 金 請 求 時 に 次 の ３ 通りから選 択 できます。

　　　　　　　

ー

　　　　

引受保険会社／損保ジャパン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

②１５ 年 確定 年 金
◎団体長期障害所得補償保険犠ａ 蜘 卿 楓

　　

①１ｏ年確定年金

　　

讐
費 鼻

，

　　

◎新。団体医療保険 犠調霊 園鴎鰯剛副◎圃

　　　　　　　　　　　　　

③ｌｏ年保証期間付終身年金

　　

嚢－－…

　　　　

引受保険会社／損保ジャパン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※年金に代えて一時金で

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

も受取ることができます。

　　

◎ 介 護。が ん 補 償 保 険

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

≦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜取扱保険会社＞

　　　　

引受保険会社／東京海上日動火災

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◎第一生命 ◎明治安田生命◎日本生命◎住友生命◎富国生命

全 国 税 理 十 共 栄 会 禰 棚２果郡訓区大崎排８日本税理士会館４階 阻餌醐 脚 ㈹ 弼鵬醐脚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

全税共の事業は、ホームページでご案内しています。 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ‐Ｚｅｎｚｅｉｋｙｏ．ｃｏｍ／

日

　

本

　

税

　

政

　

連


